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本
稿
の
目
的

国
際
政
治
、
圏
内
政
治
を
問
わ
ず
、
近
代
的
主
権
国
民
国
家
を
基
軸
と
し
た
政
治
シ
ス
テ
ム
の
動
揺
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
。
国
際
政
治

に
お
い
て
は
、
政
治
的
、
経
済
的
、
文
化
的
な
諸
関
係
が
、
国
民
国
家
の
枠
を
超
え
て
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
し
、
国
民
国
家
の
生
み
の
親
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
い
う
、
国
民
国
家
中
心
の
思
考
方
法
の
見
直
し
を
迫
る
試
み
が
進
行
中
で
あ
る
。
ま
た
、

あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、

囲
内
政
治
に
お
い
て
も
、
戦
後
福
祉
国
家
に
よ
る
中
央
集
権
的
行
政
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
、
地
方
分
権
を
め
ぐ
る
論
議
の
中
で
、
中
央
政
府

中
心
の
政
治
や
行
政
の
あ
り
方
が
見
直
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
近
年
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
、
中
央
集
権
的
主
権
国
家
を
基
軸
と
し
た

従
来
の
政
治
シ
ス
テ
ム
に
代
え
て
、
新
た
な
政
治
シ
ス
テ
ム
を
構
想
す
る
た
め
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二

O
世
紀

初
頭
に
か
け
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た
多
元
的
国
家
論
に
対
す
る
注
目
が
高
ま
っ
て
い
る
。



(
l
)
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
の
政
治
的
正
統
性
確
保
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
顕

在
化
し
て
い
る
。
従
来
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
超
国
家
化
」
か
「
国
民
国
家
の
主
権
の
維
持
」
か
と
い
う
二
分
法
的
な
思
考
枠
組
み
の

も
と
で
分
析
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
近
年
こ
の
よ
う
な
思
考
枠
組
み
を
疑
問
視
す
る
見
方
が
有
力
で
あ
る
。
例
え
ば
、
網
谷
龍
介
は
、

こ
の
よ
う
な
二
分
法
の
構
図
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
進
展
に
よ
り
生
じ
た
事
態
を
、
領
域
の
拡
大
や
政
府
の
複
層
化
の
位
相
に
お
い
て

し
か
捉
え
ら
れ
ず
、
そ
の
反
面
と
し
て
、
主
権
国
家
を
前
提
と
す
る
古
典
的
議
会
制
民
主
主
義
モ
デ
ル
を
、
そ
れ
自
体
の
有
効
性
や
問
題
性

(2) 

を
十
分
検
討
す
る
こ
と
な
く
前
提
視
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
の
ガ
ヴ
ア
ナ
ン
ス
の
実
効
性
を

確
保
す
る
際
に
、
確
か
に
民
主
的
正
統
性
の
不
足
は
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
実
効
性
と
正
統
性
の
兼
ね
合
い
の
難
し
さ
は
、
単
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
大
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
の
み
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
一
九
世
紀
中
葉
以
来
、
各
国
の
国
内
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
顕
在
化
し
な
い
形
で

未
解
決
の
ま
ま
に
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
応
答
可
能
な
新
た
な
政
治
シ
ス
テ
ム
の
構
想
を
視
野
に
入
れ
ず
に
、
た
だ
議
会

(3) 

制
モ
デ
ル
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
に
拡
大
し
よ
う
と
す
る
だ
け
で
は
問
題
の
解
決
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
新
た

ま
ず
国
際
政
治
に
関
し
て
、
こ
の
潮
流
は
、

第二帝政創立期ドイツの政治思想、(1 ) 

な
政
治
シ
ス
テ
ム
を
構
想
す
る
際
に
参
照
す
べ
き
、
有
力
な
モ
デ
ル
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
多
元
的
国
家
論
を
は
じ
め
と

(4) 

す
る
、
二

O
世
紀
初
頭
の
民
主
政
論
で
あ
る
。

ま
た
、
戦
後
の
福
祉
国
家
体
制
の
ほ
こ
ろ
び
が
目
立
つ
近
年
の
囲
内
政
治
に
関
し
て
、
多
元
的
国
家
論
見
直
し
の
潮
流
は
、
従
来
の
中
央

政
府
中
心
の
政
治
お
よ
び
行
政
の
あ
り
方
の
見
直
し
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
国
家
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
中
間
集
団
の
役
割
を
再
評
価
し
よ
う

と
す
る
動
向
と
と
も
に
、
顕
在
化
し
て
き
で
い
る
。
例
え
ば
、
結
社
民
主
主
義

E
g
n
g
E
5
0
2
5口
g♀
論
の
提
唱
者
で
あ
る
ポ

l
ル
・
ハ
ー

ス
ト
(
宮
ロ

-
E
E
)
は
、
多
様
化
し
た
杜
会
の
ニ

l
ズ
と
従
来
型
の
政
府
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
と
い
う
問
題
解
決
の

た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
中
間
集
団
の
公
共
領
域
へ
の
参
加
を
促
進
し
、
従
来
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
補
完
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
政
府
の

(5) 

失
敗
」
を
修
正
す
る
と
い
う
処
方
筆
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、

北法56(3・115)1153 

ハ
l
ス
ト
が
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想
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二
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紀
初
頭
英
国
の
ギ
ル
ド
社
会



説

(6) 

主
義
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

'2b. 
両岡

っ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
そ
の
有
力
な
源
流
の
一
つ
で
あ
る
オ
ッ
ト
l
・
フ
ォ
ン
・
ギ

l
ル
ケ

(8) 

思
想
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ろ
う
と
す
る
研
究
は
、
そ
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
研
究
の
蓄
積
は
不
十
分
な
ま
ま

(
9
)
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
多
元
的
国
家
論
の
政
治
構
想
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
メ
イ
ト
ラ
ン
ド

(
司
向
島
町
言
者
三
5
5
富
岳

Z
E
)
を
通
じ
て
英
国
に
輸
入
さ
れ
、
多
元
的
国
家
論
の
源
流
と
な
っ
た
、
ギ
l
ル
ケ
の
団
体
思
想
を
看
過
す
る

こ
と
は
、
本
来
許
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
上
の
よ
う
な
近
年
の
政
治
理
論
、
政
治
思
想
史
研
究
の
動
向
を
考
慮
し
つ
つ
、
ギ
l

ル
ケ
の
団
体
思
想
の
中
に
表
わ
さ
れ
た
彼
の
政
治
構
想
を
解
明
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
と
な
る
。
そ
の
際
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
や
「
ヨ

(。ロ
O
〈

O
D
C
5再
開
一
日
∞
ム
ナ
-
。
M
】

)

の
団
体

北j去56(3・116)1154 
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こ
の
よ
う
に
、
国
内
政
治
、
国
際
政
治
の
両
面
に
お
い
て
、

一
九
世
紀
後
半
お
よ
び
二

O
世
紀
初
頭
の
多
元
的
国
家
論
へ
の
注
目
が
高
ま

ハ
ネ
ス
・
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
と
自
然
法
国
家
論
の
発
展
」
(
以
下
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
」
と
表
記
す
る
)
を
は
じ
め
と
す
る
彼
の
主
著
の
分
析

と
並
ん
で
、
彼
の
同
時
代
知
識
人
と
の
関
わ
り
に
も
注
意
を
払
い
た
い
。
と
い
う
の
も
、
ギ
l
ル
ケ
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
家
と
同
様
に
、

同
時
代
の
現
実
と
向
き
合
う
中
で
自
ら
の
思
索
を
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
ギ
l
ル
ケ
の
議
論
を
正
当
に
評
価
す
る
た
め
に
は
、
彼
の
テ
ク

ス
ト
に
基
づ
く
内
在
的
な
理
解
と
同
時
に
、
ギ
i
ル
ケ
の
政
治
構
想
が
同
時
代
に
対
し
て
も
っ
て
い
た
、
具
体
的
な
実
効
性
の
解
明
が
不
可

(
叩
)

欠
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
本
論
に
入
る
前
に
、
本
稿
の
目
的
を
よ
り
明
確
化
す
る
た
め
に
、
従
来
そ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
つ
つ
も
、

以
上
の
よ
う
な
ギ
l
ル
ケ
の
団
体
思
想
全
体
を
対
象
と
す
る
包
括
的
な
分
析
が
、
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
原
因
に
つ
い
て
一
言
触

れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
原
因
と
し
て
は
、
主
に
以
下
の
二
つ
の
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

(
日
)

第
一
に
、
法
制
史
学
や
歴
史
学
の
側
か
ら
の
ギ
!
ル
ケ
の
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
的
主
張
に
対
す
る
批
判
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
ド
イ
ツ
団

体
法
論
』
第
一
巻

(
U
O
E
)
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
、
「
統
一
的
で
あ
る
と
同
時
に
自
由
で
あ
る
国
家
を
創
造
す
る
能
力
は
、
ま
る
で
ゲ

ル
マ
ン
民
族
の
み
に
備
わ
っ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
り
、
ロ
マ
ン
系
の
民
族
は
、
そ
の
血
の
う
ち
の
ゲ
ル
マ
ン
血
統
部
分
と
と
も
に
、
ゲ



ル
マ
ン
的
固
有
性
の
一
部
を
引
き
継
ぐ
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
ゲ
ル
マ
ン
精
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
諸
制
度
を
借
用

す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
能
力
を
も
ち
う
る
」

(
u
o
m
-
-
3
と
い
っ
た
主
張
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
い

う
ま
で
も
な
く
、
ギ

l
ル
ケ
の
か
よ
う
な
主
張
は
歴
史
的
に
妥
当
と
は
言
え
ず
、
正
当
に
も
後
世
の
批
判
を
招
く
こ
と
と
・
な
っ
た
。
こ
う
い
っ

(
円
以
)

(
明
言
問
ヤ
巧
。
-
伝
言
問
回

c
n
r
g
g丘
四
)
や
村

た
批
判
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
l
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ

(

日

)

(

川

叫

)

上
淳
一
、
ヵ

l
ル
・
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
(
穴
包
寄
O

町
田
町
宮
町
}
ご
な
ど
に
よ
る
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
歴
史
学
に
お
い
て
も
、
ギ

l
ル
ケ

は
「
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
」
や
「
社
会
的
ロ
マ
ン
主
義
者
」
と
目
さ
れ
、
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
例
え
ば
、
社
会
史
の
大
家

ハ
ン
ス
|
ウ
ル
リ
ヒ
・
ヴ
ェ

l
ラ
l

B
吉
田
と
E
n
y
d
苦
Z
R
)
は
、
産
業
化
や
官
僚
制
化
に
対
す
る
ギ

l
ル
ケ
の
批
判
的
立
場
を
評
価
し

な
が
ら
も
、
ギ
l
ル
ケ
は
カ
ル
テ
ル
を
正
当
化
し
、
企
業
連
合
や
職
業
団
体
を
擁
護
し
た
と
批
判
し
、
ギ
l
ル
ケ
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
扇
動
団
体
や
農
業
団
体
の
利
益
擁
護
者
と
見
な
し
、
ロ
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ユ
タ
イ
ン

9
2
2
N〈
g
ω
Eロ
)
な
ど
の
保
守
派
と
同

(
日
)

列
視
し
て
い
る
。

第二帝政創立期ドイツの政治思想(1)

次
に
、
ギ

l
ル
ケ
の
団
体
思
想
に
つ
い
て
の
包
括
的
分
析
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
第
二
の
原
因
と
し
て
は
、
同
時
代
と
の
実
践
面
の
関

(
凶
)

わ
り
に
お
け
る
ギ

l
ル
ケ
の
消
極
的
評
価
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ギ

l
ル
ケ
の
実
践
面
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
(
切
O
切
)

草
案
を
め
ぐ
る
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ヴ
イ
ン
ト
シ
ヤ
イ
ト
(
田
町
弓
F
R与
を
5
会
n
Z
2
♀
)
ら
と
の
論
争
が
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
従
来
ギ
l

(げ
)

v

(

時
)

ル
ケ
の
∞
。
∞
批
判
は
、
大
き
な
注
目
を
集
め
な
が
ら
も
、
不
成
功
に
終
わ
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
法
実
証
主
義
者
パ
ウ
ル
・
ラ

l

の
国
法
学
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
も
、
時
代
を
席
巻
し
て
い
く
実
証
主
義
の
嵐
の
中
で
、
ギ

l
ル
ケ
の
主
張
は

(
ゆ
)

ほ
と
ん
ど
実
効
的
な
影
響
力
を
も
た
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

パ
ン
ト
(
司
恒
三
戸
田
σ自
己
)

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ギ

l
ル
ケ
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
近
年
各
方
面
に
お
い
て
疑
問
の
声
が
挙
げ
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
見
直
し
が

進
行
し
つ
つ
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
の
点
に
関
し
、
ギ
l
ル
ケ
の
ゲ
ル
マ
ン
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
偏
向
を
指
摘
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、

北法56(3・117)1155 



説

正
当
な
も
の
で
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
も
基
本
的
に
前
提
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
構
想
を
内
在
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る

{
初
)

我
々
の
関
心
に
と
り
、
ギ

l
ル
ケ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
、
時
代
拘
束
性
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
性
、
時
代
拘
束
性
の
指
摘
を
前
提
と
し
た
上
で
、
そ
こ
で
ギ

l
ル
ケ
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
政
治
構
想
を
立
て
た
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
第
一
の
目
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
歴
史
学
に
お
け
る
ヴ
ェ

l
ラ
ー
の
よ
う
な
見
方
に
対
し
て
も
、
近

(
幻
)

年
、
疑
問
の
声
が
挙
が
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ベ

l
タ
l
・
ブ
リ
ッ
ク
レ

(
3
8『
回
町
品
目
立
は
、
一
九
九
五
年
に
公
刊
さ
れ
た
論
文
に
お

三h
n間

い
て
、
ギ
l
ル
ケ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
解
釈
が
、
近
年
の
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
研
究
に
対
し
て
も
、

一
定
の
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
い

る
と
し
、
さ
ら
に
、
ギ

l
ル
ケ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
論
は
、
今
日
の
政
治
理
論
や
社
会
学
上
の
議
論
に
対
し
て
も
、
有
益
な
結
社
概
念

(
辺
)

を
提
供
し
て
い
る
と
し
て
、
高
く
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
ト
マ
ス
・
ニ
ツ
パ

1
ダ
イ
(
叶

Z
B訟
呂
宅

oaa)
に
よ
れ
ば
、
ギ

l
ル
ケ
の

(
幻
)

ロ
マ
ン
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
分
析
と
独
特
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
法
実
証
主
義
が
席
巻
す
る
(
M
)
 

時
代
状
況
の
中
で
、
社
会
や
人
民
の
抑
圧
を
非
難
し
、
国
家
の
個
人
主
義
的
基
礎
づ
け
や
抽
象
化
に
反
対
し
た
注
目
す
べ
き
主
張
で
あ
っ
た

と
い
、
っ
。

次
に
第
二
の
点
に
つ
い
て
、
ま
ず
∞
。
∞
草
案
論
争
に
関
し
て
は
、
ギ
ー
ル
ケ
が
図
。
∞
第
二
草
案
委
員
会
委
員
の
候
補
に
あ
が
り
な
が

(
お
)

ら
、
委
員
に
な
れ
な
か
っ
た
点
を
捉
え
て
、
ギ

l
ル
ケ
理
論
の
影
響
力
の
不
足
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
近
年
そ
れ
に
対
し
、
ギ

l
ル
ケ
の
原

典
と
当
時
の
議
事
録
の
分
析
か
ら
、
そ
れ
は
ギ
l
ル
ケ
理
論
の
影
響
力
が
低
か
っ
た
こ
と
の
帰
結
で
は
な
く
、
ギ
l
ル
ケ
が
プ
ロ
イ
セ
ン
か

ら
推
薦
さ
れ
た
事
に
対
す
る
バ
イ
エ
ル
ン
の
反
発
と
い
う
当
時
の
政
治
状
況
の
帰
結
で
あ
る
と
し
、
ギ
ー
ル
ケ
の
理
論
的
影
響
力
は
決
し
て

(
お
)

小
さ
く
な
か
っ
た
と
す
る
指
摘
が
改
め
て
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
l
パ
ン
ト
と
の
論
争
に
つ
い
て
も
、
そ
の
影
響
力
を
過
小
評
価
す
る

(

幻

)

(

お

)

見
方
に
対
し
て
は
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
シ
ユ
ト
ラ
イ
ス
(
冨
R
F
E
n
-

∞
豆
一
何
回
目
)
を
は
じ
め
と
し
て
有
力
な
批
判
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

(
ぬ
)

で
は
全
く
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
、
有
機
的
自
由
主
義
の
国
民
的
運
動
に
そ

「
後
期
立
憲
主
義
国
法
学
の
景
観
は
、
『
実
証
主
義
の
荒
れ
野
』

北法56(3・118)1156 



ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
宥
和
を
説
く
ギ
l
ル
ケ
の
主
張
は
、
当
時
の
国
法
学
実
証
主
義
の
弱
点
を
鋭
く

(
初
)

つ
く
も
の
と
し
て
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
叙
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
近
年
各
方
面
に
お
い
て
、
ギ
l
ル
ケ
思
想
の
再
評
価
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
ニ
ツ

パ
l
ダ
イ
や
シ
ユ
ト
ラ
イ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
各
論
者
の
指
摘
も
、
ギ
l
ル
ケ
の
団
体
思
想
が
、
同
時
代
に
お
い
て
一
定
程
度
の
影
響
力
を

の
根
を
持
ち
、

持
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
事
を
実
証
す
る
た
め
に
は
、
ギ

l
ル
ケ
と
同
時
代
の
知
識
人
(
と
り

一
次
資
料
に
基
づ
き
な
が
ら
分
析
し
、
ギ
l
ル
ケ
の
団
体
思
想
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
同
時
代
人
の
自

己
理
解
に
反
映
さ
れ
た
の
か
を
解
明
す
る
、
実
証
的
な
研
究
が
、
不
可
欠
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
解
明
が
、
本
稿
の
第
二
の
目
的
と
な
る

わ
け
ラ

l
パ
ン
ト
)

の
対
質
を
、

の
で
あ
る
。

第二帝政創立期ドイツの政治思想(1)

か
く
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
第
一
に
、
ギ

l
ル
ケ
の
主
著
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
及
び
「
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
を
中
心
と
し
た

テ
ク
ス
ト
分
析
か
ら
、
ギ

l
ル
ケ
の
政
治
構
想
を
跡
づ
け
、
第
二
に
、
主
と
し
て
ギ

l
ル
ケ
と
ラ

l
パ
ン
ト
の
対
質
を
実
証
的
に
再
構
成
し
、

当
時
の
国
法
学
を
支
配
し
た
ラ

l
パ
ン
ト
の
国
法
学
理
論
に
対
す
る
、
ギ

l
ル
ケ
の
具
体
的
な
影
響
を
解
明
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
同
時
代

に
対
す
る
、
ギ
l
ル
ケ
団
体
思
想
の
影
響
力
を
測
定
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
次
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ

う
な
方
法
を
と
る
。論

文
の
構
成
と
本
稿
の
方
法

前
述
し
た
二
つ
の
目
的
に
応
じ
て
、
本
稿
の
全
体
の
構
成
は
、
二
部
構
成
と
す
る
。
ま
ず
第
一
部
に
お
い
て
、
ギ

l
ル
ケ
の
政
治
構
想
を

よ
り
包
括
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
三
一
巻
(

A

八
八
一
年
)
ま
で
の
ギ

l
ル
ケ
団
体
思
想
の
発
展
を
「
ド
イ
ツ
団

jヒi去56(3・119)1157 



説

体
法
論
』
第
一
巻
、
第
二
巻
、
第
三
巻
お
よ
び
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
」
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
。
本
稿
で
は
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル

デ
や
村
上
を
は
じ
め
と
す
る
、
従
来
の
ギ
l
ル
ケ
研
究
が
主
た
る
分
析
対
象
と
し
て
き
た
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
だ
け
で
な
く
、

第
三
巻
お
よ
び
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
」
を
も
分
析
対
象
と
し
、
ギ
l
ル
ケ
思
想
の
発
展
史
に
も
注
意
を
払
い
、
よ
り
包
括
度
の
高
い
ギ
l
ル

ケ
像
を
提
示
し
た
い
。
や
や
先
取
り
と
な
る
が
、
ギ

l
ル
ケ
の
国
家
論
は
、
「
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
」
と
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
三
巻
に
お

至急辺，
6岡

い
て
一
応
の
完
成
を
見
た
と
言
っ
て
よ
く
、
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
構
想
を
探
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
分
析
を
避
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

各
巻
の
関
係
に
つ
い
て

(
詳
し
く
は
第
一
部
序
で
述
べ
る
)
、
ギ
l
ル
ケ
自
身
の
位
置
づ
け
に
よ
れ
ば
、
第
一
巻
に
つ
い
て
は
ド
イ
ツ
・
ゲ

ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
歴
史
に
つ
い
て
の
歴
史
的
叙
述
で
あ
る
と
さ
れ
、
第
二
巻
以
降
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
・
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の

法
的
本
質
に
つ
い
て
の
法
学
的
、
理
論
的
な
論
究
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
第
二
巻
は
ロ

l
マ
法
継
受
前
ま
で
を
取
り
扱
い
、
第
三

(
幻
)

巻
は
ロ

l
マ
法
の
形
成
過
程
と
継
受
を
取
り
扱
う
。
な
お
第
四
巻
は
、
ロ
ー
マ
法
継
受
以
降
を
取
り
扱
う
が
、
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
。
や

や
先
取
り
的
に
各
巻
の
概
略
を
示
す
と
(
詳
し
く
は
第
一
部
序
で
述
べ
る
)
、
第
二
巻
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
テ
l
マ
別
に
叙
述
さ
れ
、
そ

の
意
味
で
は
理
論
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
え
る
が
、
個
々
の
論
証
方
法
は
、
基
本
的
に
歴
史
的
手
法
に
依
拠
し
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
え
る
。

例
え
ば
、
国
家
概
念
の
形
成
史
に
と
り
重
要
な
役
目
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
、
政
治
的
盟
約
組
織
に
つ
い
て
、
統
一
の
原
理
と
多
数
性
の
原

理
が
様
々
に
組
み
合
わ
さ
れ
、
並
存
し
て
効
力
を
持
っ
て
い
た
と
言
う
場
合
も
、
ギ
i
ル
ケ
は
、
ハ
ン
ザ
な
ど
の
具
体
例
を
あ
げ
て
、
両
方

の
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
列
挙
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り

(uomN
一
忠
∞
a
g
B
、
近
代
以
降
に
お
け
る
、
両
原
理
の
統
一
の
必
要
性
が
指

摘
さ
れ
な
が
ら

(ucmMH
ま
】
)
、
そ
の
統
一
が
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
達
成
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
突
っ
込
ん
だ
理
論
的

(

明

記

)

論
究
は
未
だ
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
す
る
ギ
l
ル
ケ
の
理
論
的
論
究
は
、
継
受
を
取
り
扱
う
第
三
巻
執
筆
の
た
め
の
準

備
を
進
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、
一
八
七
0
年
代
半
ば
以
降
に
、
国
家
や
教
会
に
つ
い
て
の
学
説
史
と
取
り
組
む
中
で
進
展
し
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
(
口
。

E
一
〈
。

2
0
5
0
本
稿
第
一
部
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
視
角
か
ら
、
ギ
l
ル
ケ
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
、
第

北法56(3・120)1158 



三
巻
、
第
三
巻
、
及
、
ぴ
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
を
分
析
し
、
ギ
l
ル
ケ
国
家
論
の
理
論
的
な
発
展
過
程
を
跡
づ
け
た
い
。
そ
の
際
、
と
り
わ

け
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
三
一
巻
及
び
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
に
お
い
て
、
ギ
ー
ル
ケ
の
団
体
理
論
が
高
度
な
論
理
的
一
貫
性
を
備
え
た
も

の
と
し
て
、

一
応
の
完
成
を
見
た
こ
と
を
確
認
し
、
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
構
想
を
内
在
的
に
明
ら
か
に
し
た
い
。

次
に
第
二
部
に
お
い
て
、
第
一
部
に
お
け
る
ギ
l
ル
ケ
国
家
論
の
理
論
的
進
展
の
一
つ
の
発
露
と
い
え
る
、

の
国
法
学
」
論
文

(Z)
と
そ
れ
に
対
す
る
ラ

l
パ
ン
ト
側
の
応
答
を
、
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
、
主
権
の
所
在
お
よ
び
そ
の
あ

一
八
八
三
年
「
ラ

l
パ
ン
ト

り
方
を
め
ぐ
っ
て
当
時
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た
、
ド
イ
ツ
主
権
論
争
(
連
邦
国
家
論
争
)
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
す
る
。
周
知
の
と
お
り
、
こ

(
同
白
血
ロ
∞

aE)
に
よ
る
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
定
義
以
来
の
伝
統
を
持
ち
、
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
、
一

一
八
四
八
年
の
ド
イ
ツ
帝
国
憲
法
制
定
の
試
み
な
ど
を
め
ぐ
り
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
た
。
第
二
帝
政

の
論
争
は
、
ジ
ヤ
ン
・
ボ
ダ
ン

大
一
五
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
設
立
、

創
立
期
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
連
邦
参
議
院
と
帝
国
議
会
の
権
限
関
係
を
め
ぐ
る
政
治
対
立
と
も
関
連
す
る
な
ど
、
当
時
の
政
治
問
題
を
検

(
お
)

討
す
る
指
標
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
第
二
部
で
は
、
帝
国
と
領
邦
の
主
権
性
の
問
題
を
め
ぐ
り
、
実
質
的
に
主
権
は
不
可
分
と
し
な
が
ら
も
、

第二帝政創立期ドイツの政治思想(1)

そ
の
行
使
に
於
い
て
は
可
分
で
あ
る
と
す
る
ギ
l
ル
ケ
の
主
張
を
、
ラ
l
パ
ン
ト
の
連
邦
国
家
理
論
と
の
対
比
の
中
で
分
析
し
、
ギ

l
ル
ケ

が
、
ど
の
よ
う
に
同
時
代
の
政
治
体
制
を
分
析
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
へ
の
解
答
を
明
確
に
示
す
と
と
も
に
、
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
理
論
が

同
時
代
に
与
え
た
理
論
的
な
影
響
力
を
解
明
し
た
い
。
そ
の
際
、
ラ
l
パ
ン
ト
の
主
著
『
ド
イ
ツ
国
法
学
』
に
お
け
る
、
第
一
版
(
一
八
七

六
ー
一
八
八
二
年
)
か
ら
第
二
版
(
一
八
八
八
|
一
八
九
一
年
)

へ
の
大
幅
な
修
正
の
中
に
、
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
理
論
が
、
相
当
程
度
影
響

し
て
い
た
こ
と
を
論
証
す
る
。
こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
、
ラ
l
パ
ン
ト
の
「
ド
イ
ツ
国
法
学
』
が
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
の
は
第
二
版
以

北法56(3・121)1159 

降
で
あ
る
と
し
、
ギ
i
ル
ケ
が
一
八
八
三
年
に
出
し
た
第
一
版
へ
の
批
判
は
空
振
り
に
終
わ
っ
た
と
す
る
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
(
内
包

(
弘
)

ω
n
z
Eロ
)
の
テ
l
ゼ
に
対
す
る
反
証
と
な
ろ
う
。

こ
こ
で
、
第
一
部
の
叙
述
に
入
る
前
に
、
ギ
l
ル
ケ
思
想
全
体
の
時
期
区
分
に
つ
い
て
、
本
稿
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
い



説

う
ま
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
家
の
思
想
発
展
は
連
続
的
な
も
の
で
あ
り
、
ギ
ー
ル
ケ
思
想
の
時
期
区
分
に
つ
い
て
も
、
厳
密
な
意
味
に

(
お
)

お
け
る
線
引
き
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
時
期
区
分
の
仕
方
は
当
然
複
数
あ
り
え
る
が
、
本
稿
で
は
、
ギ
l
ル
ケ
思
想
の
記
念
碑

~b. 
n岡

と
な
る
主
要
著
作
の
刊
行
年
を
基
準
と
し
て
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
(
一
八
六
八
年
)
、
第
二
巻
(
一
八
七
三
年
)
お
よ
び
そ
れ
に

基
づ
く
雑
誌
論
文
と
講
演
録
を
公
刊
し
た
一
八
七
四
年
ま
で
の
前
期
、
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
(
一
八
八
O
年
)
お
よ
び
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』

第
三
巻
(
一
八
八
一
年
)
、
「
ラ
l
パ
ン
ト
の
国
法
学
」
(
一
八
八
三
年
)
と
政
治
理
論
上
の
重
要
著
作
を
次
々
と
公
刊
し
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法

論
』
の
続
刊
(
第
四
巻
)
を
準
備
し
て
い
た
一
八
八
七
年
ま
で
の
中
期
、
ド
イ
ツ
民
法
典
第
一
草
案
が
公
表
さ
れ
、
ド
イ
ツ
民
法
典
草
案
批

判
を
開
始
し
た
一
八
八
八
年
以
降
の
後
期
の
三
つ
の
時
期
に
区
分
し
た
い
。
ま
ず
、
中
期
と
後
期
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法

論
』
第
四
巻
序
一
言
(
。
。
宝
一
〈
。
ョ
。
互
に
お
い
て
、
ギ
l
ル
ケ
自
身
が
述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
草
案
論
争
へ
の
参
加
に

よ
っ
て
「
ド
イ
ツ
団
体
法
」
研
究
が
中
座
さ
れ
、
最
終
的
に
未
完
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
告
白
さ
れ
て
お
り
(
詳
し
く
は
第
一
部
序

で
述
べ
る
)
、

一
八
八
八
年
を
一
つ
の
画
期
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
前
期
と
中

や
や
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。
前
述
し
た
と
お
り
、
「
ド
イ
ツ
団
体
法
論
」
第
二
巻
は
、
基
本
的
に
第
一
巻
を
テ
ー

マ
毎
に
ま
と
め
直
す
形
で
、
理
論
化
を
進
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
個
々
の
論
証
方
法
は
基
本
的
に
歴
史
的
手
法
に
依
拠
し
て
お
り
、
国
家

に
お
け
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
要
素
と
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
要
素
が
、
如
何
に
す
れ
ば
統
合
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
明

(お

a)

確
な
理
論
的
応
答
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
指
摘
し
た
ご
と
く
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
要
素
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
要
素

期
の
区
別
に
つ
い
て
は
、

の
完
全
な
統
合
が
第
二
帝
政
時
代
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
と
す
る
ギ
l
ル
ケ
の
図
式
か
ら
す
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
継
受
前
ま
で
を
対
象
と
す
る

第
二
巻
で
詳
し
い
叙
述
が
な
さ
れ
な
い
の
は
、
と
り
た
て
て
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
「
ド
イ
ツ
団
体
法
論
」
第
二
巻
と
第
一
一
一

巻
の
聞
に
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
理
論
的
断
絶
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
こ
の
間
に
一
つ
の
画
期
を
見
出
す
こ

と
に
は
異
論
も
予
想
さ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
稿
に
お
い
て
、
こ
こ
に
一
つ
の
区
切
り
を
設
け
た
の
は
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
三

1ヒ1去56(3・122)1160 



巻
を
準
備
す
る
研
究
の
進
展
の
中
で
、
構
想
を
一
部
改
め
た
と
す
る
ギ

l
ル
ケ
自
身
の
一
言
(
。
。
閉
口
一
〈
。

z。
コ
)
を
考
慮
し
た
こ
と
に
加
え

て
、
以
下
の
事
情
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
ギ

l
ル
ケ
評
価
で
は
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
」
第
一
巻
に
「
政
治
性
」
を
認
め
つ
つ
、
そ
の

(
泌
)

後
ギ

l
ル
ケ
が
、
中
立
化
あ
る
い
は
保
守
化
し
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
中
途
半
端
に
終
わ
っ
た
と
す
る
点
で
一
致
を
見
て
い
る
の
に
対

し
、
本
稿
は
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
で
打
ち
出
さ
れ
た
構
想
は
、
第
二
巻
以
降
に
も
発
展
的
に
引
き
継
が
れ
、
む
し
ろ
『
ア
ル
ト

ジ
ウ
ス
論
』
お
よ
び
「
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
三
巻
、
さ
ら
に
は
ラ

l
パ
ン
ト
批
判
論
文
(
「
ラ

l
パ
ン
ト
の
国
法
学
と
ド
イ
ツ
法
学
」
)
に

お
い
て
完
成
し
た
と
い
う
視
角
を
と
る
た
め
に
、
両
者
の
一
応
の
区
別
を
行
う
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ギ

l
ル
ケ
の
研

究
課
題
の
重
点
が
、
明
確
に
公
法
か
ら
私
法
に
移
っ
た
、
中
期
と
後
期
の
区
別
に
比
す
れ
ば
、
前
期
と
中
期
の
違
い
は
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り

(
幻
)

と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
時
代
区
分
は
あ
く
ま
で
も
便
宜
上
の
も
の
で
あ
る
。

補
論

団
体
の
種
類
に
つ
い
て

第二帝政創立期ドイツの政治思想(1)

周
知
の
通
り
ギ

l
ル
ケ
は
、
「
団
体
」
の
固
有
の
価
値
を
何
よ
り
も
強
調
し
て
い
た
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
団
体
」
に
も
様
々
な
種

類
が
あ
る
。
そ
し
て
ギ

l
ル
ケ
の
著
作
に
お
い
て
も
、
。
2
5
5日
円

Z
P
や

ο何
回
島
田
宮
島
、
。

g
o日
出
明
言

n
y
島
、
〈
刊
号
吉
弘
、
開
。
弓
伺
g
n
z
島、

相内。同・

3
5
5ロ
な
ど
、
「
団
体
」
に
あ
た
る
原
語
は
文
脈
に
よ
っ
て
様
々
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
使
用
に
お
い
て
は
、

必
ず
し
も
厳
密
な
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
ギ

l
ル
ケ
の
「
団
体
」
思
想
を
扱
う
上
で
、
そ
の
一
応
の
区
別

は
不
可
避
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
ま
ず
、
本
稿
の
理
解
に
役
立
つ
範
囲
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
語
の
持
つ
含
意
の
一
般
的
な
違
い

(
お
)

に
つ
い
て
整
理
し
、
そ
の
上
で
ギ

l
ル
ケ
自
身
に
よ
る
団
体
人
格
の
区
別
を
瞥
見
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず

d
n
5
2ロ∞
n
E
3・
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
大
き
く
分
け
て
四
つ
の
意
味
が
あ
る
。
①
普
通
一
般
に
言
う
と
こ
ろ
の
人
間
社
会
と
し
て

北法56(3・123)1161 



説

の
共
同
社
会
、
②
そ
の
共
同
社
会
に
お
け
る
共
同
生
活
、
③
法
学
上
の
専
門
用
語
で
い
う
共
有
関
係
呈
宮
前

g
g
B、
④
フ
エ
ル
デ
イ
ナ
ン

ド
・
テ
ン
ニ

l
ス

(
F
E
E
B色、
2
5
5
)
が
使
っ
た
意
味
で
、
利
益
社
会
。

gm-zn古
島
に
対
す
る
意
味
で
の
共
同
社
会
、
の
四
つ
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
取
り
扱
う
ギ
l
ル
ケ
の
著
作
の
大
部
分
は
、
テ
ン
ニ

l
ス
が
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
』
(
一
八
八
七
年
)

北法56(3・124)1162 

三子A
両冊

意
す
る
必
要
が
あ
る
。

を
公
刊
す
る
前
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ギ
l
ル
ケ
の
用
法
は
、
必
ず
し
も
テ
ン
ニ

l
ス
の
理
念
型
に
沿
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注

つ
ぎ
に

d
m∞
nEnv急
唱
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
お
よ
そ
三
つ
の
意
味
が
あ
る
。
①
法
学
専
門
用
語
と
し
て
の
組
合
(
共

同
に
出
資
し
て
共
同
の
目
的
を
達
す
る
旨
の
組
合
契
約
で
つ
く
ら
れ
る
組
織
)
、
②
法
学
専
門
用
語
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
権
利
能
力
な
き
社

団
(
合
名
会
社
・
合
資
会
社
で
、
法
人
と
は
区
別
さ
れ
る
)
、
③
テ
ン
ニ

i
ス
の
い
う
利
益
社
会
で
、
。
2
5
5
n
E
D
④
に
対
す
る
も
の
、

二
つ
の
意
味
が
あ
り
、
①
法
学
専
門
用
語
と
し
て
の
協
同
組
合
同
町
名

R
g
a
g
s

の
三
つ
で
あ
る
。
さ
ら
に

d
g
gお
ロ
呂
町
急
・
に
は
、

者
5
2
E
P
a
g
2
8
5
n
F曲
目
(
具
体
的
に
は
販
売
組
合
や
生
産
組
合
、
信
用
組
合
な
ど
が
あ
り
、
組
合
員
が
共
同
し
て
事
業
を
経
営
し
、
組

合
員
は
経
営
者
で
あ
る
と
同
時
に
組
合
の
顧
客
・
使
用
人
で
も
あ
る
と
い
う
点
で
通
常
の
組
合
と
は
異
な
る
)
、
②
ギ

l
ル
ケ
の
作
り
出
し

た
用
法
で
一
般
的
な
団
体
、
の
二
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
氏
。
号
m
g
n
E
3・
は
、
統
一
体
を
な
し
て
い
る
人
の
結
合
体
の
こ
と
で
あ
り
、
後
に

も
触
れ
る
と
お
り
、
ギ

i
ル
ケ
が
特
に
注
目
す
る
団
体
人
格
で
あ
る
。
ギ
l
ル
ケ
の
用
法
に
よ
れ
ば
、
構
成
員
人
格
と
機
関
人
格
を
法
的
に

自
ら
の
う
ち
に
組
み
込
み
、
団
体
自
ら
の
意
思
を
持
つ
団
体
人
格
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
一
般
的
な
用
法
で
は
、
相
ハ
α号。門田
n
E
D
と

(
ぬ
)

闘
。
号
。
E
Z
D
は
特
に
区
別
さ
れ
な
い
が
、
ギ

l
ル
ケ
に
お
い
て
は
、
意
思
行
為
の
際
に
、
ロ
ー
マ
法
上
の
擬
制
人
格
を
必
要
と
す
る
団
体

示
。
号
o
E
E
R
と
区
別
さ
れ
る
。
穴
。
号
刊
nnz島
は
さ
ら
に
公
法
上
の
も
の
(
ゲ
マ
イ
ン
デ
。
2
5ロ
号
、
市
町
村
組
合
。
2
5ロ
骨
〈
刊
号
創
出
色
町
、

手
工
業
組
合
回
目
号
、

2
r
g
E呂
g
、
手
工
業
会
議
所
司
自
雪
、
四
円
E
E
B
S
R
な
ど
)
と
私
法
上
の
も
の
(
株
式
会
社
な
ど
、
社
員
の
交
替
と

は
関
係
な
く
存
続
す
る
と
い
う
点
で
組
合
と
異
な
る
「
社
団
〈
m
B
Z
」
)
に
分
か
れ
る
。
最
後
に
、

4
n号
g
q
は
、
共
同
の
利
益
を
達
成
す

る
た
め
の
自
然
人
も
し
く
は
法
人
の
結
合
体
の
こ
と
で
あ
り
、
包
括
度
の
高
い
用
語
で
あ
る
。



ギ
l
ル
ケ
自
身
は
さ
ら
に
詳
し
く
団
体
人
の
種
類
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る

(
。
ロ
司
・

ω-ME'M】
N
)
。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
団
体
人
の

種
類
に
は
三
通
り
の
区
別
の
仕
方
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
穴
⑤
壱

R
R
Eロ
か
〉
E
S
Z
か
の
区
別
で
あ
り
、
第
二
は
公
的
団
体
人
か
私
的
団

体
人
か
の
区
別
で
あ
り
、
第
三
は
択
。
号
。
『
田
町

E
D
か

0
8
2
8
5
n
z急
か
の
区
別
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
の
区
別
に
つ
い
て
、
回
会
号

0
5
z
m

と
は
、
団
体
が
そ
れ
自
体
に
基
づ
き
、
団
体
に
内
在
す
る
共
同
意
思
。

g
Eロ
5
r
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
の
m
B包
括

n
E
3
と
し
て
組
織
さ

れ
て
い
る
団
体
の
こ
と
で
、
〉
口
三
岳
と
は
、
外
部
か
ら
の
寄
付
意
思
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
施
設
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
る
団
体
の
こ
と

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ケ
ル
パ

i
シ
ャ
フ
ト
団
体
は
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
的
要
素
を
含
み
、
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
団
体
は
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
的

つ
ね
に
一
方
が
優
勢
で
あ
る
か
ら
、
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

要
素
を
含
む
が
、

次
に
、
第
二
の
区
別
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
公
的
団
体
人
と
は
公
法
上
の
形
成
物
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
国
家
や
ゲ
マ
イ
ン
デ
(
地
方
自

治
体
)
、
教
会
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
そ
れ
か
ら
諸
種
の
公
共
目
的
の
買
い
弓

g
n
z与
や
〉
ロ

E-円
で
あ
る
。
私
的
団
体
人
と
は
、
私
法
上
の
形
成
物

で
あ
り
、
私
法
に
よ
っ
て
穴
C
G
常
国
各
島
と
認
め
ら
れ
た
団
体
(
社
団
〈
2
0
5
)
と
私
法
に
よ
っ
て
〉
ロ
回
向
島
的
人
格
を
付
与
さ
れ
た
財
団

第二帝政創立期ドイツの政治思想(1)

笠
宮
口
加
が
あ
る
。
社
団
に
は
、
理
念
的
目
的
の
た
め
の
社
団
と
経
済
的
目
的
の
た
め
の
社
団
が
あ
り
、
経
済
的
目
的
の
た
め
の
社
団
は
さ

ら
に
、
人
的
協
同
組
合
(
産
業
協
同
組
合
、
相
互
保
険
社
団
)
と
物
的
協
同
組
合
(
水
利
協
同
組
合
)
と
財
産
協
同
組
合
(
株
式
会
社
・
株

式
合
資
会
社
・
有
限
会
社
、
鉱
業
組
合
)
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
合
有
関
係
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
組
合
で
あ
る
、
権
利
能
力
な
き
社
団
も
、

社
団
的
に
扱
わ
れ
る
。
そ
し
て
財
団
と
は
、
構
成
員
を
持
た
ず
、
寄
付
意
思
に
従
っ
て
行
為
す
る
機
関
人
格
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
第
三
の
区
別
(
穴
C
『
宮
『
お

E
岱
か
の
2
2回目口出

ng脅
か
の
区
別
)
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
穴
C
号
R
R
E
m
と

は
、
団
体
人
格
が
構
成
員
人
格
か
ら
独
立
し
、
構
成
員
人
格
に
対
峠
し
て
い
る
団
体
人
格
の
こ
と
で
、
。

g
g田
町
宮
町
古
島
と
は
、
団
体
人
格

と
構
成
員
人
格
が
区
別
さ
れ
ず
融
合
し
て
い
る
団
体
人
格
の
こ
と
で
あ
る
。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
ロ

l
マ
法
の
継
受
に
よ
り
、
構
成
員
人

格
を
含
ま
な
い
穴
C
号
m
a
n
y
与
と
し
て
の
法
人
理
念
が
強
化
さ
れ
、
そ
れ
に
対
峠
す
べ
き
構
成
員
人
格
が
抑
圧
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
ゲ

北法56(3・125)1163 



説

切開閉
m-R)
を
は
じ
め
と
す
る
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
が
、
。

go回
目
白
ロ
田
口
町
田
口
理
念
を
復
興
し
、
構
成
員
人
格
を
有

機
的
に
組
み
込
ん
だ
関
C
弓
R
R
E
D
を
新
た
に
生
み
出
し
た
の
で
あ
り
、
ギ
l
ル
ケ
は
、
こ
の
刷
会
号
R
お
宮
町
田
理
念
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な

オ
ル
グ
・
ベ

l
ゼ
ラ

l

(。問。同加

号'b.
a岡

ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ギ
l
ル
ケ
が
理
想
的
と
す
る
団
体
は
、
団
体
人
格
を
構
成
員
か
ら
独
立
さ
せ
な
が
ら
も
、
構
成
員
人
格
を
有
機
的
に

組
み
込
み
、
内
在
的
共
同
意
思
に
よ
っ
て
行
為
す
る
買
い
号
O
B
n
F
由
同
円
で
あ
る
と
三
守
え
る
が
、
そ
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
論
に
譲
る

(
紛
)

こ
と
と
し
た
い
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
団
体
と
い
っ
て
も
様
々
の
種
類
が
あ
り
、
「
団
体
」
に
あ
た
る
原
語
も
様
々
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
に
お
い
て
も
、
統
一
的
な
訳
し
分
け
は
行
わ
ず
、
文
脈
に
よ
っ
て
訳
し
分
け
た
り
原
語
を
並
記

し
た
り
し
て
対
応
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
部

前
・
中
期
ギ
l
ル
ケ
国
家
論
の
発
展
過
程

ギ
l
ル
ケ
は
、

一
八
六
八
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
序
一
言

(
U
O
E
一〈
2
君
。
互
に
お
い
て
、
自
ら
の
ド
イ
ツ
団

体
法
研
究
の
全
体
構
想
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
ギ
|
ル
ケ
自
身
の
構
想
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
団
体
法
の
研
究
は
、
「
ド
イ

ツ
・
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
歴
史
」
を
取
り
扱
う
「
第
一
巻
」
と
、
「
ド
イ
ツ
・
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
法
的
本
質
」
を
取
り
扱
う
「
第

二
巻
」
で
構
成
さ
れ
る
(
口
。
-2
一
〈
国
)
。
そ
し
て
「
第
二
巻
」
は
さ
ら
に
、
「
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
概
念
の
歴
史
」
を
取
り
扱
う
第
一
部
と
、

「
現
行
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
法
」
を
取
り
扱
う
第
二
部
か
ら
構
成
さ
れ
る

(ggp)。
ギ
l
ル
ケ
自
身
に
よ
る
、
「
第
一
巻
」
と
「
第
二

巻
」
の
性
格
づ
け
(
。
。
吉
弘
)
に
よ
る
と
、
「
第
一
巻
」
が
叙
述

U
S
E
-
E加
が
優
勢
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
第
二
巻
」
は
研
究
巴
ロ
再
開

3
5
E認

が
優
勢
で
あ
り
、
「
第
一
巻
」
で
は
現
状
を
歴
史
発
展
の
最
終
段
階
と
と
ら
え
る
の
に
対
し
、
「
第
二
巻
」
で
は
歴
史
発
展
を
今
日
の
現
行
法

北法56(3・126)1164 



概
念
の
形
成
場
所
と
と
ら
え
る
。
ま
た
、
「
第
一
巻
」
で
は
法
学
的
構
成
の
細
か
い
問
題
は
取
り
扱
わ
れ
ず
、
ド
イ
ツ
・
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
運
動
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
る
の
に
対
し
、
「
第
二
巻
」
で
は
、
「
第
一
巻
」
に
お
い
て
得
ら
れ
た
基
礎
を

前
提
と
し
て
、
事
実
や
素
材
か
ら
の
法
学
的
演
揮
が
目
標
と
さ
れ
る

(ggp)。
よ
り
具
体
的
に
は
、
「
第
一
巻
」
で
は
、
一
般
的
時
代
像

か
ら
出
発
し
、
時
代
区
分
に
応
じ
て
、
法
や
国
家
に
お
け
る
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
外
的
お
よ
び
内
的
運
命
を
資
料
に
適
合
的
に
叙
述
す

(
引
)

る
の
に
対
し
、
「
第
二
巻
」
で
は
、
個
々
の
主
要
な
問
題
か
ら
出
発
し
、
結
合
さ
れ
た
多
数
性
〈

E
Z
F円
の
中
に
あ
る
自
立
的
な
法
統
一
体

の
思
考
形
式
、
つ
ま
り
国
法
上
の
人
格
や
法
人
と
い
っ
た
団
体
の
理
念
的
法
人
格
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
を
先
鋭
化
さ
せ
る
と
い
う

(ggp)。
そ
し
て
、
「
第
二
巻
」
第
一
部
で
は
、
そ
の
よ
う
な
法
人
概
念
と
し
て
の
ケ
ル
パ

i
シ
ャ
フ
ト
概
念
の
発
展
と
、
そ
の
時
代
や

制
度
に
応
じ
た
変
化
を
論
じ
る
と
い
う
。
そ
の
際
、
人
民
〈
。
-
r
自
身
が
創
造
し
た
古
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
概
念

の
形
成
が
ド
イ
ツ
人
民
〈
。
-r
の
法
意
識
の
中
に
つ
き
と
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
法
学
(
ロ

l
マ
法
学
)
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
時
代
や

第二帝政創立期ドイツの政治思想(1 ) 

コ
ル
ポ
ラ
テ
イ
オ
ン
穴
。
号
。

5
5ロ
学
説
の
ド
グ
マ
史
、
が
あ
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る

「
第
二
巻
」
第
二
部
に
お
い
て
、
現
行
の
諸
理
論
と
現
行
法
体
系
を
比
較
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
法
学
的
内
容
に
応
じ
て
展
開
し
、
実

践
的
有
効
性
を
検
証
す
る
と
い
う

(ggp)。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
法
学
的
な
形
式
や
概
念
に
、
豊
か
な
ド
イ
ツ
結
社
組
織

旨
g
n
E
g
D
2
2
2
を
無
理
や
り
押
し
込
め
る
よ
う
な
、
当
時
の
支
配
的
な
体
系
に
代
え
て
、
国
民
的
基
礎
に
基
づ
く
体
系
を
構
築
す
る
試

地
域
に
お
い
て
は
、

(ggp)。
最
後
に
、

み
で
も
あ
っ
た
(
口
。
初
日
一
令
吋
)
。

以
上
の
よ
う
な
全
体
構
想
に
お
け
る
「
第
一
巻
」
が
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
」
第
一
巻

(
D
O
m
-
)

に
相
当
す
る
と
さ
れ
、
「
第
二
巻
」
は

北法56(3・127)1165 

半
年
後
の
刊
行
が
予
告
さ
れ
て
い
た
(
O
C
E
一
×
)
。
し
か
し
、
「
第
二
巻
」
と
の
取
り
組
み
が
、
当
初
の
想
定
以
上
に
困
難
で
あ
っ
た
こ

と
と
、
普
仏
戦
争
へ
の
従
軍
な
ど
の
障
害
が
あ
り
(
口
。

mM
一
〈
)
、
実
際
に
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
」
第
二
巻

(
U
。
mM)
が
刊
行
さ
れ
た
の

は
五
年
後
の
一
八
七
コ
一
年
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
内
容
も
、
当
初
の
予
定
で
あ
っ
た
「
第
二
巻
」

の
第
一
部
の
み
と
な
り
、
さ
ら
に
対
象



説

ロ
ー
マ
法
の
継
受
前
ま
で
に
限
定
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
副
題
に
は
当
初
の
第
一
部
の
表
題
「
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
概
念

と
な
る
時
代
も
、

の
歴
史
」
に
「
ド
イ
ツ
」

の
文
字
が
加
わ
り
、
「
ド
イ
ツ
・
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
概
念
の
歴
史
」
と
な
り
、
残
り
は
第
三
巻
以
降
に
託
さ
れ

毛色

"冊

た
の
で
あ
っ
た

(ocmM
一〈同)。

一
八
八
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
三
巻
(
。
。
河
凶
)

七
三
年
の
第
二
巻
公
刊
か
ら
八
年
の
歳
月
を
経
て
、

一
巻
、
第
二
巻
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
対
象
は
法
人
論
に
関
す
る
ド
グ
マ
史
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
や
教
会
に
関
す
る
諸
理
論
に
ま
で

で
は
、
第

大
幅
に
拡
大
さ
れ
た
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
団
体
法
〈

R
Z
E
8
2
Z
の
変
化
お
よ
び
、
そ
こ
に
内
在
す
る
概
念
を
、
外
国
の
団
体

法
理
論
の
受
容
を
通
じ
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
諸
理
論
の
起
源
や
内
容
に
さ
か
の
ぼ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

法
人
概
念
の
ド
グ
マ
史
だ
け
で
な
く
、
国
家
や
教
会
に
つ
い
て
の
学
問
的
な
見
解
の
発
展
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る

(uom凶
一
〈
)
。
こ
の
究
明
と
団
体
法
に
関
す
る
ド
イ
ツ
継
受
史
の
解
明
を
通
じ
て
初
め
て
、
ド
イ
ツ
の
法
生
活
の
特
別
な
領
域
に
戻
る

(伺

Z
E
-
-
そ
し
て
ギ
|
ル
ケ
自
身
の
告
白
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
進
展
と
と
も
に
、
ギ

l
ル

ケ
自
身
の
見
解
も
変
化
し
、
発
展
し
た
と
い
う

(
U
C
E
一
Z'〈
ロ
)
。
つ
ま
り
、
第
一
巻
、
第
二
巻
の
叙
述
に
つ
い
て
、
そ
の
核
心
部
分
は

共
有
し
な
が
ら
も
、
次
の
二
点
に
お
い
て
修
正
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
第
一
点
は
、
ロ
ー
マ
法
史
へ
の
精
通
に
よ
り
、
以
前
構
想
し
て

い
た
概
略
と
は
本
質
的
に
異
な
る
ロ

l
マ
的
団
体
法
像
に
行
き
着
い
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
第
二
点
は
、
以
前
に
は
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た

」
と
が
出
来
る
と
い
う
の
で
あ
る

ほ
ど
の
中
世
法
学
の
詳
し
い
探
求
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
に
最
初
に
受
容
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
の
教
説
の
形
成
に
対
す
る
ゲ
ル
マ
ン
的
法
思
考
の
影

響
が
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る

(ggp)。
そ
し
て
第
三
巻
は
こ
の
継
受
史
ま
で
で
終
了
し
、
近
・
現
代
の
諸
理
論
の
解
明

は
続
刊
に
託
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
八
八
一
年
に
予
告
さ
れ
た
続
刊
で
あ
る
第
四
巻
が
公
刊
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
三
一
一
年
後
の
一
九
一
三
年
で
あ
り
、
こ
の

第
四
巻
に
お
い
て
も
ギ
!
ル
ケ
の
ド
イ
ツ
団
体
法
研
究
は
完
結
を
見
る
こ
と
は
な
く
、
し
か
も
さ
ら
な
る
続
刊
の
作
成
は
断
念
さ
れ
た
た
め

し
か
し
、

北法56(3・128)1166 



に
、
ギ
l
ル
ケ
の
ド
イ
ツ
団
体
法
研
究
は
未
完
の
ま
ま
終
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
第
一
巻
、
第
二
巻
、
第
三
巻
の
改
訂
が
不
可

(
必
)

能
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
(
。
。
空
白
ぺ
〈

sSH)、
第
三
巻
の
続
刊
の
完
成
も
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る

(
U
C河
与
一
〈
国
)
。

(
必
)

一
八
八
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
理
論
と
ド
イ
ツ
の
判
例
』
に

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
第
三
巻
の
続
刊
に
つ
い
て
は
、

お
い
て
、
当
初
の
全
体
構
想
に
お
け
る
「
第
二
巻
」
第
二
部
で
述
べ
ら
れ
る
べ
き
事
の
一
部
を
先
取
り
的
に
明
ら
か
に
し
、
そ
の
後
も
第
三

巻

で

行

っ

た

よ

う

な

ド

グ

マ

史

研

究

を

続

行

し

て

い

た

一

八

八

八

年

か

ら

の

ド

イ

ツ

民

法

典

草

案

論

争

へ

の

参

加

と
カ

l
ル
・
ピ
ン
デ
イ
ン
グ
荷
主

E
E
S伺
)
の
要
請
に
よ
る
「
ド
イ
ツ
私
法
」
の
教
科
書
執
筆
の
取
り
組
み
が
想
定
以
上
に
長
期
化
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
団
体
法
研
究
は
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
結
果
的
に
未
完
に
終
わ
る
こ
と
と
な
っ
た

(ggp)。
そ
し
て
、

一
九
一
三
年
に
行
わ
れ
た
、
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
ま
で
の
再
刊
を
契
機
と
し
て
、
ギ
l
ル
ケ
が
一
八
九
三
年
頃
ま
で
書
き
た
め
て
い
た
原
稿

(
g
g
E。
し
か
し
、

第二帝政創立期ドイツの政治思想(l)

を
、
第
四
巻
と
し
て
公
刊
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た

(ucm与一

az--)。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
第
四
巻
で
は
、
近
代
の
国
家
学
説

お
よ
び
コ
ル
ポ
ラ
テ
イ
オ
ン
学
説
が
取
り
扱
わ
れ
、
第
一
章
で
は
一
七
世
紀
中
頃
ま
で
が
取
り
扱
わ
れ
る

(ucmhT
只
)
。
第
二
章
で
は
一

九
世
紀
初
め
ま
で
を
目
指
し
た
が
、
完
成
し
た
の
は
そ
の
第
一
項
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
自
然
法
上
の
教
会
学
説
は
扱
う
こ
と
は
出
来
な
か
っ

た

(ggp)。
続
く
第
二
項
で
は
、
実
定
法
学
に
お
け
る
コ
ル
ポ
ラ
テ
イ
オ
ン
理
論
の
運
命
を
跡
づ
け
よ
う
と
し
た
が
そ
の
導
入
部
に
と

ど
ま
り

(ggp)、
本
来
は
そ
れ
に
続
い
て
、
官
。
で
は
、
教
会
法
に
お
け
る
コ
ル
ポ
ラ
テ
イ
オ
ン
理
論
が
取
り
扱
わ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、

申
ど
で
は
、
こ
れ
と
の
関
連
で
訴
訟
法
学
者
、
刑
法
学
者
、
封
建
制
論
者
の
コ
ル
ポ
ラ
テ
イ
オ
ン
理
論
が
扱
わ
れ
、
蜘
M
M

で
は
、
帝
国
国
法

論
者
に
お
け
る
コ
ル
ボ
ラ
テ
イ
オ
ン
理
論
を
叙
述
し
、
そ
の
全
体
像
、
が
掲
示
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た

北法56(3・129)1167 

(uom与
一
一
×
)
。
さ
ら
に
、
第
二
章
第

三
項
に
お
い
て
、
法
史
的
観
察
方
法
(
也
凶
)
や
哲
学
(
申
立
)
に
お
け
る
歴
史
的
・
有
機
的
な
団
体
学
説
の
萌
芽
を
探
し
出
し
、
第
二
章
の

結
論
と
な
る
第
四
項
に
お
い
て
、
生
に
対
す
る
理
論
の
影
響
を
探
る
と
同
時
に
そ
の
実
践
の
検
討
に
取
り
組
み
(
告
凶
)
、
立
法
(
官
。
)
、
人

民
〈
。
-w
の
生
(
官
寸
)
を
扱
う
は
ず
で
あ
っ
た

(
U
C
E
-
一
×
'
出
)
。
そ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
国
家
学
説
お
よ
び
コ
ル
ポ
ラ
テ
イ
オ
ン
理
論
が
、



説

一
方
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
ま
で
自
然
法
の
影
響
に
よ
る
コ
ル
ポ
ラ
テ
イ
オ
ン
理
論
の
再
編
と
一
致
す
る
形
で
保
持
さ
れ
、
し
か
し
他
方
で
、

生
の
ド
イ
ツ
法
的
見
解
に
抗
し
て
、
ど
の
程
度
ま
で
神
学
的
公
理
が
{
寸
り
遇
さ
れ
た
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た

さ
ら
に
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
当
初
の
ド
グ
マ
史
研
究
は
、

(開

σgR目・
)
0

言!ゐ
肩岡

一
九
世
紀
の
団
体
理
論
史
(
構
想
当
時
二

O
世
紀
は
ま
だ
始
ま
っ
て
な
か
っ

た
)
を
叙
述
し
た
と
き
に
初
め
て
完
成
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
さ
ら
に
新
た
な
巻
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
な
お
の
こ
と
不
可
能
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
っ
た

。。-N品
-
M内
同
)
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
ギ
l
ル
ケ
の
ド
イ
ツ
団
体
法
研
究
の
全
体
像
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
第
一
部
に
お
い
て
は
、
『
ド
イ
ツ
団
体

(
H
H
)
 

法
論
』
第
一
巻
、
第
二
巻
、
第
三
巻
お
よ
び
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
」
(
主
)
を
主
た
る
分
析
対
象
と
し
、
前
・
中
期
の
ギ
l
ル
ケ
国
家
論
の

発
展
過
程
を
跡
づ
け
た
い
。
ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
を
は
じ
め
と
し
て
、
従
来
の
ギ

l
ル
ケ
団
体
思
想
の
評
価
に
お
い
て
は
、
「
ド
イ
ツ
団
体

法
論
』
第
一
巻
が
主
た
る
テ
ク
ス
ト
と
さ
れ
、
と
り
わ
け
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
」
や
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
三
巻
を
も
対
象
と
す
る
包
括

(
必
)

的
な
分
析
は
、
十
分
に
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
以
上
の
叙
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
は
、

ギ
l
ル
ケ
の
ド
イ
ツ
団
体
法
研
究
の
全
体
構
想
に
お
け
る
ご
く
一
部
分
に
す
ぎ
ず
、
ギ
l
ル
ケ
団
体
思
想
の
実
像
を
よ
り
正
確
に
探
る
た
め

に
は
、
第
二
巻
以
降
の
分
析
も
含
め
た
よ
り
包
括
的
な
理
解
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
、
第
二
巻
ま
で
の
前
期
に
お
け
る
ギ
l
ル

(
日
明
)

ケ
が
、
主
と
し
て
歴
史
的
手
法
に
依
拠
し
て
い
た
の
に
対
し
、
「
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
及
び
「
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
三
巻
に
お
い
て
は
、

(
幻
)

高
い
論
理
性
を
備
え
た
理
論
化
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
時
、
と
り
わ
け
強
く
主
張
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
の
も
と
、

以
下
に
お
い
て
、
ま
ず
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
と
第
二
巻
に
見
ら
れ
る
国
家
論
を
瞥
見
し
た
上
で
、
「
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
お
よ
び

(
必
)

『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
三
巻
の
叙
述
を
や
や
詳
し
く
分
析
し
、
こ
の
両
著
作
に
お
い
て
、
ギ
l
ル
ケ
の
国
家
論
が
論
理
的
一
貫
性
を
備
え

た
も
の
と
し
て
一
応
の
完
成
を
見
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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第
一
章
前
期
ギ
l
ル
ケ
の
国
家
論

ギ
l
ル
ケ
の
基
本
的
な
研
究
視
角
と
時
代
区
分

ギ
l
ル
ケ
の
基
本
的
な
研
究
視
角
は
、
「
人
聞
が
人
間
で
あ
る
の
は
、
人
間
と
人
間
の
つ
な
が
り
に
負
っ
て
い
る
」
(
口
。
豆
一
ご
と
い
う

有
名
な
一
文
で
は
じ
ま
る
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
序
論
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
単
に
同
時
代
に

生
き
る
人
々
の
力
を
高
め
る
だ
け
で
な
く
、
個
々
人
の
人
格
を
超
え
て
存
続
し
、
過
去
の
家
系
。
g
n
z庁
nz百
と
未
来
の
家
系
を
結
び
つ
け

る
よ
う
な
結
社

r
s
a
s
gを
生
み
出
す
可
能
性
は
、
歴
史
発
展
の
可
能
性
を
も
た
ら
す

(ggp)o
そ
し
て
、
婚
姻
か
ら
家
族
、
家
系
、

一
族

ω
e
B
B町
、
部
族
〈

gzany怠
g
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
国
家
、
お
よ
び
国
家
同
盟
切
窓
巳
2
5司
g
z
mが
、
段
階
的
に
生
じ
て
き
て
お
り
、

こ
の
発
展
に
対
し
て
制
限
は
か
け
ら
れ
な
い
と
い
う

(
E
S
P
-
そ
れ
は
、
「
ま
る
で
遠
い
将
来
、
全
人
類
が
単
一
の
有
機
的
共
同
体

第二帝政創立期ドイツの政治思想(1 ) 

。
2
5ロ
者
向
田
町
ロ
に
ま
と
ま
る
か
の
ご
と
く
で
あ
り
、
全
人
類
は
一
つ
の
偉
大
な
全
体
の
構
成
員
を
の
み
包
含
す
る
と
い
う
事
実
に
、
明
確
な

表
現
を
与
え
る
べ
き
」

(
g
g
E
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
ギ

i
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
統
一
思
考
の
一
面
的
で
排
他
的
な
勝
利
は
、
あ
ら
ゆ
る
精
神
生
活
の
没
落
で
あ
る

思
考
と
並
び
、
そ
れ
と
対
立
す
る
自
由
の
思
考
、
つ
ま
り
ま
と
め
ら
れ
た
統
一
の
中
で
存
在
す
る
多
数
性
豆
町

=
5円
の
思
考
、

で
生
き
続
け
る
特
殊
性
の
思
考
、
よ
り
高
次
の
統
一
体
へ
と
集
ま
る
、
個
人
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
下
位
の
統
一
体
の
権
利
や
自
立
性
の
思
考
も

(開

σOE--
統
一

一
般
性
の
中

北法56(3・131)1169 

ま
た
、
統
一
思
考
と
同
程
度
の
力
と
必
然
性
を
も
っ
て
普
及
す
る
と
い
う

(ggp)。

し
た
が
っ
て
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
統
一
と
自
由
と
い
う
こ
つ
の
大
き
な
原
理
の
闘
争
が
、
歴
史
に
お
け
る
強
大
な
運
動
を
規
定
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
時
代
や
国
民
性
、
教
養

E
5
5
m
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
具
体
的
な
諸
関
係
に
適
合
的
な
形
で
、
両
原
理
を
宥
和
さ
せ



説

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

(ロ。

m
T
N
)
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
「
統
一
に
夢
中
に
な
り
、
自
由
を
置
き
去
り
に
し
た
、
あ
ら
ゆ
る
輝
か
し
い
世
界

帝
国
が
崩
壊
し
た
よ
う
に
、

い
か
な
る
国
民
も
歴
史
の
激
流
に
逆
ら
う
こ
と
は
出
来
な
い
」
か
ら
で
あ
り
、
「
諸
構
成
員
の
自
立
性
を
、

g.也
開聞

り
高
次
の
全
体
の
た
め
に
制
限
で
き
る
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
」
(
開

Z
E・
)
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
実
際
に
は
、

ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る

時
代
や
国
に
お
い
て
、
創
造
的
な
調
和
と
は
ほ
ど
遠
い
状
態
に
あ
る
が
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら

ゆ
る
生
と
同
様
に
、
歴
史
も
闘
争
で
あ
り
、
闘
争
の
勝
利
は
、
し
ば
し
ば
調
和
で
は
な
く
、
勝
者
に
よ
る
専
制
を
も
た
ら
す
の
で
あ
っ
て
、

(ω) 

こ
の
こ
と
は
個
々
人
や
諸
民
族
〈
g
r
qの
闘
争
の
み
な
ら
ず
、
諸
理
念
の
闘
争
に
つ
い
て
も
言
え
る

(gnE)
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

あ
る
思
考
が
歴
史
の
領
域
に
入
り
、
若
い
力
で
成
長
す
る
時
、
そ
れ
ま
で
世
界
を
支
配
し
て
き
た
古
い
思
考
の
側
は
、
そ
こ
に
将
来
の
宿
敵

を
予
感
し
て
あ
ら
ゆ
る
敵
対
を
行
う
。
し
か
し
、
萌
芽
期
に
あ
る
新
し
い
思
考
は
、
逆
に
こ
の
争
い
の
中
で
鍛
え
ら
れ
、

や
が
て
公
然
と
し

た
破
壊
、
勝
利
、
敗
北
を
変
転
し
つ
つ
、
最
終
的
な
勝
利
を
獲
得
し
、
そ
れ
ま
で
の
古
い
思
考
に
取
っ
て
代
わ
り
、
専
制
的
に
支
配
す
る
よ

う
に
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
新
し
い
理
念
か
ら
生
ま
れ
た
別
の
理
念
が
、
こ
の
理
念
に
同
じ
運
命
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
形
で

歴
史
は
進
行
し
て
い
く
の
で
あ
る

(
問

Z
E
-
-
た
だ
し
、
時
代
の
進
行
と
と
も
に
、
高
ま
る
知
性
や
諸
民
族
の
意
識
な
ど
、
待
望
の
調
和

の
達
成
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
新
た
な
諸
フ
ァ
ク
タ
ー
が
加
わ
り
、
個
々
人
の
後
に
は
、
諸
国
民

Z
S
8
2
が
自
己
意
識
宮
古
田
向
宮
司
Z
5
2ロ

に
成
長
す
る

(
。
。
目
立
一
い
凶
)
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
新
た
な
諸
フ
ァ
ク
タ
ー
が
加
わ
る
と
き
、
か
つ
て
漠
然
と
し
た
衝
動
か
ら
生
じ
て
い

た
も
の
は
、

一
連
の
分
別
あ
る
行
為
と
な
り
、
こ
の
運
動
は
、
対
立
す
る
諸
要
素
の
正
確
な
認
識
や
、
そ
れ
を
通
じ
て
必
然
的
に
高
め
ら
れ

る
忍
耐
、
高
ま
る
公
共
心
に
そ
の
基
準
と
目
標
を
見
つ
け
る

(ggp)
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
ギ
l
ル
ケ
は
、
歴
史
上
の
す
べ
て
の
諸
民
族
の
う
ち
で
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
ほ
ど
、
こ
の
統
一
と
自
由
の
対
立
を
強
く
表
現
し
、

両
思
考
の
実
現
、
及
び
両
思
考
の
最
終
的
な
宥
和
に
適
し
た
民
族
は
い
な
い
と
い
う
(
口
。

E
い
い
)
。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
ゲ
ル
マ
ン
民

族
は
、
自
由
へ
の
愛
を
伴
う
国
家
組
織
形
成
の
能
力
に
お
い
て
、
他
の
民
族
を
し
の
ぐ
天
分
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト よ

北j去56(3・132)1170 



(
叩
)

形
成
の
天
分
は
、
自
由
理
念
に
特
別
な
内
容
を
与
え
、
統
一
理
念
に
確
固
た
る
基
礎
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、
ゲ
ル
マ
ン
的
結
社
精
神

EEng-o言
明
富
こ
そ
が
、
国
家
内
の
す
べ
て
の
狭
障
な
構
成
団
体
に
、
固
有
の
自
立
的
生
を
保
っ
た
の
で
あ
り
、
人
民
の
力
〈
。

-rrgD

の
自
由
な
要
素
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
、
人
間
存
在
の
個
別
目
的
、
及
び
最
も
一
般
的
な
目
的
の
た
め
に
、
上
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
内
側
か

ら
活
動
す
る
よ
う
な
、
活
き
活
き
と
し
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
創
造
す
る
力
を
保
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る

ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
狭
隆
な
共
同
体

O
E
d
o
-ロ
さ

2
8
並
び
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、

(開

σga--
そ
し
て
、
ギ
l

一
般
性
に
対
し
て
は
特
殊
性
と
し
て

現
れ
る
が
、
そ
の
構
成
員
に
対
し
て
は
そ
れ
自
身
が
一
般
性
で
あ
り
、
活
発
な
市
民
的
自
由
や
自
治
を
伴
う
包
括
的
国
家
統
一
の
可
能
性
を

提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
(
凹

σgp)0

し
か
し
、
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
普
遍
性
と
個
人
的
自
由
へ
と
せ
き
立
て
な
が
ら
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
感
覚
を
通
じ
て
両
者
を
和

第二帝政創立期ドイツの政治思想(1)

解
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
こ
の
ゲ
ル
マ
ン
的
根
本
見
解
の
故
に
、
「
我
々
ド
イ
ツ
民
族
〈
。
-r」
は
、
そ
の
姉
妹
国
民
ω
n
Z宅

2
5
5
s
g
g
と
同

等
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
、
両
者
の
対
立
の
下
で
苦
し
ん
で
き
た

(
g
g
E。
つ
ま
り
、
統
一
が
必
要
な
と
こ
ろ
で
構
成
員
の
自
立
性
が

悲
し
む
べ
き
勝
利
を
収
め
、
領
邦
国
家
に
お
い
て
は
、
誇
張
さ
れ
た
国
家
統
一
に
よ
り
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
や
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
自
由
は

(
日
)

不
十
分
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る

(
g
g
E。
た
だ
し
、
ギ

l
ル
ケ
は
、
「
今
日
」
の
力
強
い
進
歩
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
民

族
が
、
こ
の
二
つ
の
方
向
性
の
下
で
、
そ
の
目
的
を
明
確
に
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
体
組
織
の
う
ち
で

最
後
の
も
の

(
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
帝
国
)
が
、
最
も
完
全
な
も
の
と
な
る
望
み
が
か
な
い
そ
う
で
あ
る
と
い
う

(
U
C
目
立
一
凶
ム
)
。
な
ん
と

な
れ
ば
、
歴
史
の
萌
芽
期
に
お
い
て
ゲ
ル
マ
ン
民
族
に
際
だ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
重
大
な
変
転
の
中
か
ら
再
生
し
た
、
創
造
的
な
結
社
の
力
は
、

今
日
の
ド
イ
ツ
民
族
に
も
っ
と
も
多
く
宿
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(開

σgp)。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
・
ゲ
ノ
ツ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
自
立
的
法
史
と
、
そ
の
ド
イ
ツ
国
家
像
お
よ
び
法
律
像
一
般
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
概
略
を
自
治
の
基

礎
と
し
て
明
ら
か
に
し
、
同
時
に
第
二
巻
以
降
の
特
殊
な
論
究
の
た
め
の
基
礎
を
与
え
る
こ
と
が
、
第
一
巻
の
目
的
と
な
る
の
で
あ
る

北法56(3・133)1171 



説

(口。
-
N
H

一寸)。

次
に
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
ギ
l
ル
ケ
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
、
概
観
し
て
お
き
た
い
。
こ

三'b.
日間

こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
時
代
区
分
は
、
第
二
巻
以
降
に
お
い
て
も
そ
の
大
枠
は
維
持
さ
れ
て
お
り
、
ギ

l
ル
ケ
の
基
本
的
な
歴
史
観
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
。
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
実
際
の
歴
史
は
連
続
的
で
あ
る
た
め
、
時
代
区
分
に
は
困
難
が
伴
う
が
、
そ
の
時
期
の
優
勢
な
人

間
結
合
の
根
本
形
式
に
注
目
し
、
全
ド
イ
ツ
的
法
発
展
を
概
観
す
る
と
き
、
ド
イ
ツ
・
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
主
要
な
転
機
を
一
不
す
時
期

区
分
が
見
え
て
く
る

(
U
O
E
一
∞
)
。
こ
れ
ら
の
時
代
は
、
い
ず
れ
も
特
有
の
国
制
原
理
〈

q
p
g
g加
名
E
n
f
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
お
り
、

大
小
さ
ま
ざ
ま
の
集
団
か
ら
国
家
に
至
る
ま
で
、
特
有
の
結
合
形
式
を
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
「
時
代
」
は
五
つ
あ

る
と
い
う

(
g
g
E。

ま
ず
第
一
期
は
、
ヵ

l
ル
大
帝
戴
冠
ま
で
の
時
代
(
八
O
O
年
ま
で
)
で
あ
り
、
む
ろ
ん
こ
の
時
期
の
最
初
と
最
後
に
お
け
る
状
況
は
大

き
く
異
な
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
結
合
を
家
父
長
制
的
に
解
釈
す
る
ゲ
ル
マ
ン
的
法
意
識
が
優
勢
で
あ
る
点
で
一
括
り
に
出
来
る
と
い
う

(ucm
一∞
'
S
。
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
、
す
べ
て
の
結
社
〉
g
o己
主

S
の
根
本
形
式
は
、
家
父
長
的
な
人
民
の
自
由

〈。戸
EPavo-円
と
一
致
す
る
、
古
法
上
の
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
(
開
σ
g
p
)
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
自
然
的
一
体
性
に
基
づ

く
人
格
的
平
和
団
体
お
よ
び
法
団
体
と
し
て
、
全
権
を
全
体
に
移
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
宙

Z
E・
)
。
し
か
し
当
初
か
ら
、
こ
れ
と
対

立
す
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
形
式
が
存
在
し
、
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
発
展
を
妨
げ
た
の
で
あ
り
、
第
一
期
の
末
期
に
お
い
て

は
、
原
初
的
な
人
民
の
自
由
〈
。

-
r
Z
E
S
の
原
理
と
な
ら
ん
で
、
そ
れ
と
対
立
す
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
や
勤
務

E
2
2
原
理
も
新
た
に

(開

Z
E
-
-
そ
し
て
、
こ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
闘
争
は
、
古
い
人
格
性
原
理
と
新
た
な
物
権
原
理

と
の
闘
争
と
交
差
し
、
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
物
権
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
は
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
な
り
、
第

一
期
の
末
期
に
お
い
て
、
概
念
に
お
け
る
家
父
長
制
的
国
制
原
理
は
、
世
襲
的
法
律
観
お
よ
び
世
襲
的
国
家
観
に
屈
服
す
る
こ
と
と
な
っ
た

形
成
さ
れ
た

北法56(3・134)1172 



と
い
う
の
で
あ
る

(開
σ
伺ロ仏・)。

次
に
第
二
期
は
、
八
O
O
年
か
ら
一
二

O
O
年
ま
で
で
あ
り
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
対
し
、
物
権
が
人
格
性
に
対

し
、
決
定
的
に
勝
利
し
た
時
期
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
(
。
。
豆
一
。
)
。
こ
こ
で
は
、
世
襲
的
、
封
建
的
国
制
原
理
が
国
民

Z
邑

S
生
活
を
支

配
し
、
教
会
に
お
い
て
も
帝
国
に
お
い
て
も
、
支
配
者
と
従
僕
の
関
係
が
積
み
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
世
襲
的
に
固
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

(開

g
E・
)
。
古
い
自
由
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
従
属
的
な
立
場
に
追
い
や
ら
れ
る
か
、
時
代
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
地
方
に
の
み
残

存
す
る
か
で
あ
っ
た
と
い
う
(
凹
σ
g
p
)
。
し
か
し
、
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
自
由
な
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
団
体
思
考
古
号
。
『
邑
g

第二帝政創立期ドイツの政治思想(1)

。
包

gva
を
伴
う
ド
イ
ツ
精
神
の
中
で
た
く
ま
し
く
成
長
し
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
団
体
の
内
部
に
も
侵
入
し
て
、
新
た
に
依
存
的
あ
る
い
は
ヘ

ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
い
う
第
一
一
期
に
特
徴
的
な
結
合
形
式
〈

0
5
5
r『
ヨ
が
成
立
し
た
の
で
あ
る

(
g
g
a・
)
。
そ
し
て
、

第
二
期
の
末
期
に
は
、
す
で
に
レ

l
ン
制
国
家
を
倒
す
自
由
な
盟
約
巴
ロ
己
認
の
原
理
が
力
強
く
登
場
し
て
い
た
(
開

Z
E
-
-
そ
こ
で
は
、

た
だ
自
然
的
基
礎
に
立
脚
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
古
い
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
代
わ
り
、
任
意
の
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
生
み
出
さ
れ

る
と
と
も
に
、
都
市
に
お
い
て
は
、
自
由
な
意
思
統
一
が
自
然
的
基
礎
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
最
古
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
国
家
が
、
ド
イ
ツ
的
基

礎
の
上
で
同
時
に
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
(
開
σ
g
p
)
0

第
二
期
に
続
く
第
三
期
は
、

一
二

O
O
年
か
ら
中
世
の
終
わ
り
(
一
五
二
五
年
)
ま
で
で
あ
り
、
こ
の
時
期
は
盟
約
巴
ロ
ロ
ロ
聞
の
原
理
が

優
勢
で
あ
り
、

レ
ー
ン
制
国
家
や
教
階
制
度

E
R
R
n
z芯
が
動
揺
す
る
一
方
、
粒
状
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
中
で
す
ば
ら
し
い
組
織
が

生
み
出
さ
れ
た
と
い
う

(
u
o
m
?
?
5
)。
第
三
一
期
に
あ
ら
わ
れ
た
都
市
共
同
体
を
は
じ
め
と
す
る
、
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
や
ゲ
ノ
ヅ
セ

よ
り
高
次
の
領
域
寄
巳
明
白
に
結
合
し
、
土
地
か
ら
の
人
格
の

解
放
を
準
備
し
、
物
権
法
の
自
立
性
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
公
法
と
私
法
の
区
別
を
も
た
ら
し
、
国
家
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ

ン
シ
ャ
フ
ト
的
共
同
体
。

g邑
口
当

2
2
は
、
連
邦
的
号
『
色
白
星
芝
な
方
法
で
、

ト
と
し
て
の
理
念
的
全
体
人
格

E
E
}向
。
m
g
B皇
官
『
間
c
z
n
F
r
s
概
念
を
生
み
出
し
、
自
由
な
協
定
〈
n
E
5
R
E
m
に
よ
り
、
下
か
ら
の
ド

北法56(3・135)1173 



説

(開

Z
E・
)
。
た
だ
し
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
成
功
は
あ
く
ま
で
も

の
成
功
で
あ
り
、
と
り
わ
け
農
民
身
分
を
運
動
へ
取
り
込
む
こ
と
に
失
敗
し
た
た
め
に
、
身
分
制
の
制
限
を
突
破
す
る
こ
と
が
出

来
ず
、
身
分
格
差
を
撤
廃
し
、
都
市
と
領
邦
を
融
合
し
、
集
権
的
国
家
統
一
を
目
指
す
新
た
な
力
の
前
に
破
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る

(ggp)。
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
領
域
国
家
に
再
編
し
、
近
代
的
国
家
理
念
の
排
他
的
担
い
手
と
な
っ
た
の
は
、
領
邦
高
権
で
あ
っ

イ
ツ
全
体
国
家
を
建
設
す
る
こ
と
に
ほ
ぼ
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た

「
ほ
ぼ
」

ヨ也
関岡

た
(
関
宮
邑
・
)
。

第
四
期
は
、

一
五
二
五
年
か
ら
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
崩
壊
の
一
八
O
六
年
ま
で
で
あ
り
、
領
邦
高
権
と
継
受
さ
れ
た
ロ

l
マ
法
の
助
け
を
借

り
て
発
展
し
た
官
憲
。
σ民
事
岳
原
理
が
決
定
的
な
勝
利
を
収
め
た
と
い
う

(
0
0
豆
一

5)
。
官
憲
的
国
家
思
想
と
と
も
に
、
ポ
リ
ツ
ア
イ

国
家
司

OEO-2E円
や
干
渉
国
家

F
5
5
5
E呂
田
民
主
が
発
展
し
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
特
権
的
コ
ル
ポ
ラ
テ
イ
オ
ン
組
織
に
押
し
込

め
ら
れ
、
た
だ
私
法
上
の
基
礎
の
上
に
の
み
立
ち
、
公
法
へ
の
さ
ら
な
る
関
与
の
請
求
権
を
放
棄
す
る
こ
と
と
な
っ
た

(gna--
特
権

を
与
え
ら
れ
、
そ
の
特
権
に
対
応
す
る
義
務
を
果
た
さ
な
い
コ
ル
ポ
ラ
テ
イ
オ
ン
に
対
し
、
コ
ル
ポ
ラ
テ
イ
オ
ン
を
屈
服
さ
せ
、
破
壊
す
る

統
一
的
国
家
権
力
が
対
峠
し
、
こ
れ
と
と
も
に
古
い
自
由
や
自
治
は
根
絶
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
人
民
の
外
に
あ
る
、
人
民
を
超
え

た
存
在
と
な
り
、
第
四
期
に
特
徴
的
な
結
合
形
式
で
あ
る
私
法
上
の
依
存
的
コ
ル
ポ
ラ
テ
イ
オ
ン
は
、
国
家
の
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
と
し
て
、

国
家
の
部
分
と
し
て
の
み
存
続
し
、
死
滅
さ
せ
ら
れ
た
公
的
公
共
心
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
(
開

σgp)。

し
た
が
っ
て
、
第
四
期
の
標
語
は
「
絶
対
的
国
家
と
絶
対
的
個
人
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
領
邦
高
権
は
、
あ
ら
ゆ
る
古
い
団
体
の
解
体

と
と
も
に
、
特
権
や
公
的
権
利
の
不
平
等
を
粉
砕
し
、
臣
民
の
概
念
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
人
の
法
の
前
に
お
け
る
平
等
と
個
人
的
自
由
を

史
上
初
め
て
確
立
し
え
た
の
で
あ
っ
た

(ggp)。

そ
し
て
第
五
期
は
、

一
般
的
国
家
公
民
、

一
八
O
六
年
以
降
の
時
期
で
あ
り
、
ギ

l
ル
ケ
の
生
き
た
時
代
は
、
こ
の
第
五
期
に
当
た
り
、

代
表
制
国
家
の
思
考
に
お
い
て
、
古
い
対
立
の
宥
和
が
心
待
ち
に
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
い
う

(
U。
E
一
5
ム】
)
0

ギ
l
ル
ケ
に
よ
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れ
ば
、
こ
の
第
五
期
に
お
い
て
、
現
代
的
な
形
態
に
お
け
る
自
由
な
結
社
が
特
有
の
原
理
と
な
り
、
ド
イ
ツ
・
ゲ
ノ
ヅ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、

長
い
死
の
ま
ど
ろ
み
の
中
か
ら
遣
し
く
よ
み
が
え
り
つ
つ
あ
る
(
開

Z
E
-
-
こ
こ
で
再
生
さ
れ
た
ド
イ
ツ
法
上
の
古
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
理
念
は
、
身
分
的
な
鎖
や
排
他
性
か
ら
解
き
放
た
れ
、
ロ

l
マ
法
概
念
の
長
所
を
伸
ば
し
つ
つ
も
、
理
論
や
実
践
を
ね
じ
曲
げ
て
い
る
ロ
ー

マ
的
形
式
を
排
除
し
、
新
た
な
共
同
体
形
式
。
2
H
Eロ
間
早
急
師
向
。
『
弓
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う

(ggp)。
こ
う
し
て
、
ド
イ
ツ
・
ゲ
マ

イ
ン
デ
や
ド
イ
ツ
国
家
を
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
基
礎
の
上
に
置
き
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
要
素
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ

れ
ま
で
の
進
歩
を
完
全
な
も
の
と
す
る
の
で
あ
る

(開宮

E
・)。

国
家
概
念
の
概
念
史

第二帝玖創立期ドイγの政治思想(ll

ギ
l
ル
ケ
は
、
「
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
で
展
開
し
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
歴
史
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
「
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』

第
二
巻
に
お
い
て
、
そ
れ
を
テ
l
マ
毎
に
整
理
し
直
す
形
で
理
論
化
し
、
ケ
ル
パ
l
シ
ャ
フ
ト
概
念
の
概
念
史
を
叙
述
し
た
。
「
ド
イ
ツ
団

体
法
論
』
第
一
巻
と
同
様
、
第
二
巻
に
お
い
て
も
、
都
市
共
同
体
に
お
い
て
初
め
て
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
概
念
が
芽
生
え
た
と
し
、
そ
れ
が

他
の
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
法
上
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
浸
透
し
て
い
っ
た
と
す
る

(口。
-
N
M

一
∞
活
)
。
そ
し
て
、
こ
の
ド
イ
ツ
法
上
の
す

べ
て
の
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
は
、
全
体
人
格
で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
持
つ
が
、
こ
の
う
ち
と
り
わ
け
国
家
概
念
と
ゲ

マ
イ
ン
デ
概
念
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
の
発
展
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
(
口
。
河
M

一
∞
凶
。
)
。
こ
こ
で
は
、

ギ
l
ル
ケ
が
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
二
巻
で
展
開
し
た
、
国
家
概
念
の
発
展
史
の
説
明
を
分
析
し
、
前
期
ギ

l
ル
ケ
の
国
家
論
を
探
る
手

が
か
り
と
し
た
い
。

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
、
人
格
化
し
た
最
高
次
の
普
遍
性
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
類
似
物
を
持
た
な
い
と
い
う
点
で
他
の
団
体
人

北法56(3・137)1175



説

oomM
∞
己
)
。
ケ
ル
パ

l
シ
ヤ

格
か
ら
区
別
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
人
格
に
ま
で
発
展
し
た
団
体
と
し
て
は
最
後
の
も
の
で
あ
る

フ
ト
は
、
専
ら
人
間
の
共
通
目
的
を
達
成
す
る
よ
う
な
、
最
高
次
の
包
括
的
な
団
体
と
し
て
構
成
さ
れ
る
場
合
に
、
必
然
的
に
国
家
と
な
る

ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
と
し
て
、
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
的
な
特
徴
を
持
た
な
い
場
合
も
あ
り
う
る

，，""D. 

両冊

が
、
他
方
で
、
国
家
は
、

(ggp)。
す
な

わ
ち
、
国
家
概
念
は
、
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
的
特
徴
を
も
っ
国
家
的
共
同
体
。
2
d
aロ
者

2
2
と
し
て
の
国
家
と
、
官
憲
国
家
と
し
て
の
ア

ン
シ
ユ
タ
ル
ト
的
国
家
と
の
間
で
、
両
要
素
を
様
々
に
組
み
合
せ
る
形
で
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
る

(開

Z
E
)
。

ギ
l
ル
ケ
は
、

い
つ
の
時
代
も
個
々
人
の
上
に
諸
国
体
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
内
で
最
高
次
の
団
体
も
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ

る
と
し
、
以
前
よ
り
国
家
的
な
る
も
の
は
存
在
し
て
い
た
と
す
る
(
開

Z
E
-
-
し
か
し
、
団
体
人
格
は
、
長
ら
く
、
あ
る
支
配
者
や
総
員

の
法
主
体
性
と
一
致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
国
家
が
、
知
覚
可
能
な
国
家
の
担
い
手
の
中
に
潜
在
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
、
人

(ggp)。
し
か
し
、
あ
る
種
の
団
体
に
お
け
る
統
一
体
を
人
格
と
捉
え
る
場

格
と
し
て
の
国
家
と
い
う
と
ら
え
方
は
な
さ
れ
な
か
っ
た

合
は
、
こ
の
統
一
体
が
最
高
次
の
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
国
家
概
念
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

発
展
し
、
そ
の
時
々
の
最
高
次
の
段
階
に
あ
る
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
概
念
は
、
必
然
的
に
国
家
概
念
に
高
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

(開

σgp)。
従
っ
て
、

あ
る

(開

σ
g♀・)。

ギ
l
ル
ケ
は
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
国
家
概
念
の
概
念
史
を
取
り
上
げ
、
国
家
概
念
の
最
初
の
現
れ
を
中
世
都
市
に
見
た

(ロ。

mM
一∞己
s
∞凶
N
)
。
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
史
上
初
の
最
高
次
の
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
都
市
に
お
い
て
、
都
市
民
の
共
同
体

E
G
E
E
5
0刊
B
S
Z四回
g
と
い
う
特
別
な
形
で
国
家
概
念
が
現
れ
た
(
開

Z
E
-
-
都
市
は
、
対
内
的
に
は
、
そ
の
構
成
員
に
対
す
る
最

高
権
力
を
伴
う
人
格
で
あ
り
、
対
外
的
に
は
、
完
全
に
閉
じ
た
政
治
的
統
一
体
で
あ
っ
た
が
、
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
が
故
に
、
ゲ
ノ
ッ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
に
組
織
さ
れ
て
い
た
(
厚
相
互
・
)
。
し
か
し
、
都
市
が
城
壁
を
超
え
て
拡
張
し
、
よ
り
高
次
の
国
家
的
団
体
(
領
邦
国
家
)

の
構
成
員
と
な
る
に
及
ん
で
、
都
市
は
そ
の
特
有
の
国
家
的
本
質
を
失
い
、
最
終
的
に
は
そ
れ
を
領
邦
国
家
に
譲
渡
し
た

(ggp)。
そ

北i主56(3・138)1176
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し
て
、
す
ぐ
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
領
邦
国
家
は
、
都
市
か
ら
国
家
概
念
の
本
質
的
な
核
を
取
り
出
し
た
が
、
そ
の
際
、
都
市
の
国
家
概
念

が
持
っ
て
い
た
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
要
素
を
、
部
分
的
、
あ
る
い
は
完
全
に
消
去
す
る
こ
と
も
出
来
た

(
g
g
E。

次
に
ギ

i
ル
ケ
は
、
自
由
な
領
邦
共
同
体

Z
E
g開
m
s
s
z
a
g
に
、
国
家
概
念
の
現
れ
を
見
出
す
が
、
こ
の
発
展
は
北
海
沿
岸
や
ア
ル

プ
ス
山
岳
地
帯
な
ど
の
狭
い
領
域
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
ド
イ
ツ
の
国
家
形
成
に
と
り
持
続
的
な
影
響
力
は
持
た
な
い
と
す

る

(口。

mM
一∞凶一
N
'

∞凶凶)。

第二帝政創立期ドイツの政治思想(1)

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
国
家
概
念
の
形
成
に
と
っ
て
よ
り
重
要
で
あ
る
の
は
、
一
一
世
紀
以
来
、
身
分
制
的
な
基
礎
の
上
に
あ
り
な
が
ら
、

ド
イ
ツ
の
公
的
生
活
を
形
成
し
て
き
た
政
治
的
盟
約
組
織
田

E
呂
田
君
伺
回
目
ロ
で
あ
る
(
。
。
目
白
一
包
凶
)
。
具
体
的
に
は
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』

第
一
巻
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
、
都
市
同
盟
(
。
。

E
L
Sム
∞
叫
)
や
貴
族
と
騎
士
、
聖
職
者
の
同
盟
(
り
の

E
・
品
百
ふ

2
)
、
ラ
ン
ト
フ
リ
ー

デ
組
織

(
U
O
E
h
o
-
-
u
o∞
)
、
ス
イ
ス
の
誓
約
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
巴
企

g
g回
gR}凶
器
(
り
の

E
・
30'出
品
)
、
領
邦
諸
身
分
の
ケ
ル

パ
l
シ
ャ
フ
ト
(
。
。
豆
一
出
品
目
詰
ご
な
ど
で
あ
る
。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
諸
身
分
内
部
の
豊
か
な
結
合
や
、
諸
身
分
同
士
の
豊
か
な
結

合
か
ら
、
構
成
員
に
対
し
自
立
的
人
格
と
し
て
現
れ
る
政
治
的
統
一
体
が
生
ま
れ
、
新
た
な
連
邦
国
家
的
共
同
体
樹
立
の
可
能
性
が
見
え
て

コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
な
統
一
体
へ
の
発
展
は
、
す
べ
て
の
団
体
に
共
通
の
現
象
で
は
な
く
、
団
体
に
よ
り

き
た
(
口
。

mM-
出
凶
)
。
た
だ
し
、

そ
の
程
度
は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
・
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
概
念
の
大
き
な
伸
縮
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う

(開

Z
E・)。

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
常
に
不
可
避
的
に
統
一
体
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
都
市
と
は
異
な
り
、
当
初
の
政
治
的
盟
約
組
織
に
つ
い
て
は
、
ケ

ル
パ

i
シ
ャ
フ
ト
に
ま
で
発
展
し
た
も
の
は
ご
く
一
部
で
あ
り
、
大
部
分
は
主
観
的
な
権
利
関
係
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

(
U
C河
?
∞
以
t

包
∞
)

が
、
徐
々
に
盟
約
の
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
的
本
質
が
確
立
さ
れ
、
様
々
な
範
囲
で
貫
徹
さ
れ
て
い
っ
た

北法56(3・139)1177
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MS。
た
だ
し
、

こ
こ
で
も
統
一
の
原
理
の
み
が
排
他
的
に
支
配
し
た
と
い
う
の
で
は
全
く
な
く
、
局
地
的
な
統
一
体
の
権
利
と
共
同
の
多
数
性
の
権
利
は



ζ
J
U
 

A
丸
岡

様
々
に
組
合
わ
さ
れ
て
い
た
と
い
う

(
g
g
E。
そ
し
て
、
共
同
の
支
配
領
域
は
、
自
立
的
人
格
で
あ
る
全
体
に
対
し
、
統
一
的
な
方
法

に
よ
り
認
め
ら
れ
る
権
力
総
体
と
、
諸
人
格
の
総
計
で
あ
る
多
数
性
に
対
し
、
特
別
権
の
方
法
に
よ
り
バ
ラ
バ
ラ
に
認
め
ら
れ
る
権
力
総
体

と
い
う
二
つ
の
権
力
総
体
に
区
分
さ
れ
る
が
、
両
者
は
有
機
的
に
結
合
し
、
共
同
で
全
体
を
担
っ
て
い
た

(ggp)。
ギ

l
ル
ケ
は
、
財

コ
ル
ポ
ラ
テ
イ
ブ
な
全
体
財
産
を
生
み
出
す
形
成
体
と
同
様
の
形
成
体
が
、
国
法
上
お
よ
び
国
際
法
上
の
領
域
に

論

産
法
の
領
域
に
お
け
る
、

お
い
て
も
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
(
開

Z
E・
)
。
そ
し
て
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
全
体
の
政
治
的
お
よ
び
法
的
な
人
格
を
、

一
定
の
関
係
に

お
い
て
貫
徹
す
る
可
能
性
、
す
な
わ
ち
コ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
プ
な
も
の
と
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
も
の
を
結
合
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
す

(開

σgp)。
こ
う
し
て
ギ
l
ル
ケ

で
に
一
四
五

O
年
の
ハ
ン
ザ
都
市
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
に
お
い
て
明
示
的
に
意
識
さ
れ
て
い
た

は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
盟
約
組
織
に
お
い
て
、
統
一
性
と
多
数
性
が
様
々
な
形
で
結
合
し
て
い
た
と
し
、
そ
こ
で
は
、

組
織
化
さ
れ
た
盟
約
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
∞

E
号
阻
ま
弓
q
R
V与
の
原
理
と
、
他
の
関
係
に
お
け
る
単
な
る
法
共
同
体

p
n
y
z
m白
5
2
5
n
yち

の
原
理
が
、
同
一
の
統
合
体
の
中
で
、
同
時
に
有
効
に
働
い
て
い
た
と
す
る

(uomM
一
∞
出
'
g
o
)
。

ギ
l
ル
ケ
は
、
政
治
的
盟
約
組
織
が
ド
イ
ツ
の
国
家
概
念
史
に
対
し
て
持
っ
た
意
義
に
つ
い
て
、
「
連
邦
国
家
的
統
一
の
可
能
性
を
認
識

し
た
も
の
の
、
そ
の
実
現
は
限
定
的
で
あ
る
」
と
い
う
両
義
的
な
評
価
を
与
え
た

一
定
の
関
係
に
お
け
る

(uomM
一
∞
出
'
∞
岩
)
。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
人
格
と

し
て
の
団
体
と
い
う
認
識
は
、
必
ず
し
も
国
家
的
統
一
を
帰
結
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
全
体
人
格
が
、
構
成
員
の
個
人
的
目
的
の
た
め
の
手

段
に
す
ぎ
な
い
自
由
意
思
の
産
物
で
あ
り
、
構
成
員
に
対
す
る
国
家
的
完
結
性
や
確
か
な
領
土
的
基
礎
を
欠
い
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
全
体

人
格
が
、
国
家
的
フ
ァ
ク
タ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
身
は
国
家
と
は
一
吉
守
え
ず
、
国
際
法
上
あ
る
い
は
私
法
上
の
団
体

関
C
門
司
開
門
に
す
ぎ
な
い

(開

σgp)。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
全
体
人
格
は
、
国
際
法
上
の
国
家
連
合
で
は
あ
っ
て
も
、
連
邦
国
家
で
は
な

(開

Z
E・)
0

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
盟
約
ケ
ル
パ

i
シ
ャ
フ
ト
が
、
国
法
上
の
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
と
言
い
得
る
の
は
、
次
の

四
つ
の
要
件
を
満
た
す
限
り
に
お
い
て
で
あ
る

(ggp)。
そ
れ
が
、
第
一
に
、
自
立
的
な
存
在
目
的
を
も
っ
自
立
的
人
格
と
し
て
構
成

しミ

北j去56(3・140)1178



員
を
超
越
し
、
構
成
員
に
服
従
や
犠
牲
を
要
求
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
歴
史
的
に
所
与
で
あ
り
か
?
水
続
す
る
存
在
と
し
て
、
よ
り
高
次
の

意
思
秩
序
を
具
現
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
強
制
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
一
定
の
領
域
を
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
第
四
に
、
よ
り
狭
い
統

一
体
の
国
家
的
完
結
性
を
突
破
す
る
こ
と
、
で
あ
る
(
開

σgp)。
そ
し
て
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
国
家
概
念
は
、
連
邦
国
家
的
共
同

体
の
概
念
に
ま
で
拡
張
可
能
で
あ
り
、
連
邦
国
家
的
共
同
体
は
、
国
家
共
同
体
と
し
て
の
す
べ
て
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
都
市
と
共
有
す
る

(ggp)。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
全
体
が
連
邦
国
家
的
統
一
で
あ
る
と
言
う
点
、
す
な
わ
ち
、
国
家
的
な
る
も
の
を
全
体
と
構
成
部
分
が

分
か
ち
合
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
の
み
都
市
と
異
な
る

(ggp)。
け
だ
し
連
邦
国
家
に
お
い
て
は
、
全
体
も
全
構
成
部
分
も
、
そ
れ
自

体
は
国
家
的
共
同
体
で
あ
り
な
が
ら
国
家
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
最
高
次
の
完
結
し
た
普
遍
的
人
格
と
し
て
の
完
全
な
国
家
概
念
は
、
両
者

第二帝政創立期ドイツの政治思想、(1)

(開

σnEa・)。

こ
の
よ
う
に
、
ギ

i
ル
ケ
は
、
ド
イ
ツ
・
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
概
念
が
、
連
邦
国
家
へ
向
か
う
可
能
性
と
同
時
に
、
特
権
団
体
へ
向
か
う

傾
向
性
を
合
わ
せ
持
つ
、
伸
縮
自
在
の
概
念
で
あ
っ
た
と
す
る

(ucmM
一∞

E'虫凶
)
0

そ
し
て
、
す
べ
て
の
発
展
し
た
政
治
的
盟
約
組
織

は
、
そ
の
最
盛
期
で
あ
る
中
世
に
お
い
て
、
確
か
に
連
邦
国
家
的
本
質
を
持
っ
て
お
り
、
実
際
に
も
全
国
家
的
統
一
へ
と
向
か
っ
た
が
、
こ

れ
ら
の
す
べ
て
の
運
動
が
身
分
制
的
な
基
礎
の
上
に
あ
っ
た
た
め
、
最
終
的
に
は
そ
の
拡
大
に
失
敗
し
た

の
有
機
的
結
合
を
通
じ
て
初
め
て
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

(ggp)。
な
ん
と
な
れ
ば
、

ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
概
念
は
、
公
共
心
に
満
ち
た
時
代
に
お
い
て
は
、
自
ず
と
あ
る
べ
き
全
体
へ
と
向
か
う
こ
と
が
出
来
た
が
、
特
権
集
団

に
よ
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
強
ま
る
や
否
や
、
す
べ
て
の
政
治
的
全
体
人
格
が
、
個
別
利
益
の
た
め
の
手
段
に
成
り
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で

(ggp)。
従
っ
て
、
こ
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
特
権
的
な
身
分
制
的
基
礎
を
破
壊
す
る
必
要
が
あ
っ

あ
る
た。
そ
し
て
、
こ
の
任
務
を
遂
行
し
た
の
が
、
ギ
l
ル
ケ
が
政
治
的
盟
約
組
織
の
次
な
る
国
家
概
念
と
し
て
取
り
上
げ
る
、
領
邦
国
家
で
あ
る

(
U
O列
M

一
∞
出
)
。
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
領
邦
国
家
が
、
そ
の
集
権
化
の
進
展
と
と
も
に
都
市
か
ら
国
家
概
念
を
引
き
継
ぎ
、
ド
イ
ツ
に

~t.法56(3 ・ 14 1) 1179



説

よ
り
広
範
な
範
囲
で
貫
徹
し
て
い
っ
た
宙

Z
E・
)
。
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
領
邦
国
家
の
国
家
概
念
は
、
当
初
か

ら
純
粋
な
官
憲
国
家
の
概
念
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
領
邦
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
領
邦
官
憲
か
ら
構
成
さ
れ
る
領
邦
体
制

E
E
n
2
2
2
の
概
念

お
け
る
国
家
概
念
を
、

自命

と
し
て
成
立
し
た

(
g
g三
。
こ
こ
で
、
連
邦
国
家
的
共
同
体
で
あ
る
領
邦
ゲ
マ
イ
ン
デ
(
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
「
自
己
紹

ED)
と
ア
ン
シ
ユ

タ
ル
ト
的
統
一
体
で
あ
る
領
邦
官
憲
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
特
有
の
法
人
格
で
あ
り
な
が
ら
、
領
邦
憲
法

C
E
2
2
p
z
E
m
に
よ
り
、
よ
り
高

次
の
領
邦
人
格

E
E
g宮『明。コ
znzw岳
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た

(ocmM
一
∞
出
'
虫
∞
)
0

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
領
邦
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
領

邦
君
主
は
、
む
ろ
ん
自
ら
の
特
殊
な
業
務
に
関
し
て
は
、
自
ら
に
特
有
の
閉
じ
た
人
格
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
最
も
普
遍
的
か
つ
最
高
次
の

事
柄
に
関
し
て
は
、
両
者
を
超
え
た
、
両
者
と
は
別
の
人
格
と
し
て
現
れ
る
領
邦

E
E
の
担
い
手
で
あ
り
、
構
成
員
で
あ
っ
た

(ocmM 

訟
や
∞
苫
)
。
そ
し
て
、
領
邦
人
格
の
有
機
的
な
生
の
法

Z
Z
E明
白
お
お
に
関
わ
る
場
合
に
限
り
、
君
主
と
諸
身
分
の
聞
の
主
観
的
な
個
別
関

係
の
場
所
に
、
客
観
的
規
範
が
入
り
、
領
邦
憲
法
概
念
が
成
立
し
て
い
た
(
開

Z
E
-
-
つ
ま
り
、
領
邦
君
主
と
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
は
、
そ

れ
ぞ
れ
が
独
自
の
憲
法
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
業
務
を
、
自
ら
の
名
の
も
と
で
っ
か
さ
ど
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
領

邦
憲
法
が
、
両
者
に
一
定
の
国
家
的
機
能
を
割
り
当
て
て
お
り
、
両
者
は
、
そ
の
機
能
の
遂
行
に
お
い
て
は
、
領
邦
自
体
と
し
て
行
為
す
る

の
で
あ
る

(uomM
一
∞
話
。

g
s。
君
主
と
諸
身
分
は
、
領
邦
立
法
や
領
邦
統
治
、
領
邦
財
政
に
関
し
て
、
あ
る
時
は
協
働
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
ま
た
あ
る
時
は
、
そ
の
ど
ち
ら
か
が
、
片
面
的
に
一
定
の
資
格
を
持
っ
た

(開

σg♀・)。

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
構
成
要
素
か
ら
な
る
人
格
と
し
て
の
領
邦
が
、
す
な
わ
ち
真
の
国
家
で
あ
り
、
確
か
に
生
に
お
い
て
、

国
家
概
念
貫
徹
の
完
全
な
実
現
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
国
家
概
念
自
体
は
存
在
し
て
お
り
、
生
に
お
け
る
国
家
概
念
貫
徹
へ
の

傾
向
は
明
白
で
あ
っ
た

(gOE--
け
だ
し
、
領
邦
人
格
は
、
領
土
と
住
民
を
、
活
き
活
き
と
し
た
自
立
的
統
一
体
に
ま
で
具
体
化
さ
せ

る
と
い
う
意
味
で
、
最
高
次
の
一
般
意
思
で
あ
っ
た

(ggp)。
そ
こ
で
は
、
世
襲
制
シ
ス
テ
ム
の
解
消
と
、
こ
れ
に
代
わ
る
公
的
領
邦

国
法
の
確
立
が
始
ま
っ
て
い
た

(
g
s
E。
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た
だ
し
、
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
領
邦
は
、
「
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
的
統
一
体
と
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
的
統
一
体
の
有
機
的
な
結
合
か
ら
生

じ
た
全
体
人
格
」
と
い
う
、
特
有
の
形
式
に
お
い
て
国
家
で
あ
っ
た
(
。
。

mN
・
∞
き
)
。
つ
ま
り
、
領
邦
は
、
都
市
の
よ
う
な
純
粋
な
共
同

体
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
特
殊
な
法
形
式
に
お
い
て
別
々
に
具
現
化
さ
れ
、
そ
の
後
に
初
め
て
相
互
に
結
合
す
る
よ
う
な
、

二
種
類
の
異
な
る
要
素
(
領
邦
君
主
と
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
)
を
自
ら
の
う
ち
に
含
ん
で
い
た

(
E
2
E。
固
有
の
権
利
か
ら
構
成
さ
れ
た

領
邦
官
憲
と
、
コ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
な
基
礎
の
上
に
あ
る
領
邦
共
同
体

E
E
n必
2
5
5
5∞
g
が
、
更
に
よ
り
高
次
の
有
機
体
に
結
合
さ
れ
、

領
邦
国
家
人
格
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た

(
g
g
E。
こ
の
限
り
で
中
世
等
族
国
家
は
、
国
家
概
念
を
、
都
市
よ
り
も
大
き
な
領
域

へ
広
げ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る

(goa-)。

第二帝政官Ijv:期ドイツの政治思想、(1)

し
か
し
、
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
国
家
は
、
そ
の
基
礎
が
二
つ
に
分
裂
し
て
い
る
と
い
う
弱
点
を
抱
え
て
お
り
、
完
全
な
統
一
的
国

家
権
力
や
普
遍
的
か
つ
平
等
な
国
家
公
民
と
い
う
最
終
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
国
家
人
格
の
二
元
性
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た

(gga--
も
し
こ
の
領
邦
国
家
の
二
つ
の
要
素
が
、
自
ら
の
任
務
を
自
覚
し
、
公
共
心
に
満
た
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
ら
な
ら

ば
、
中
世
的
な
基
礎
の
上
で
、
現
代
国
家
へ
の
徐
々
な
る
進
歩
に
成
功
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
諸
身
分
や
諸
国
体
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
よ
り
、

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
精
神
が
弱
ま
る
や
否
や
、
領
邦
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
硬
直
化
し
て
し
ま
い
、
領
邦
高
権
が
一
方
的
に
優
越
す
る
こ
と
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

(
g
g
E。

こ
う
し
て
、
領
邦
君
主
は
、
諸
身
分
や
領
邦
生
寸
族
を
国
家
の
担
い
手
か
ら
排
除
し
て
、
国
家
概
念
の
排
他
的
な
担
い
手
と
な
り
、
純
粋
な

官
憲
国
家
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た

(ucmM
一
∞
き
‘
∞
E
)
。
こ
の
官
憲
国
家
は
、
そ
の
可
視
的
な
担
い
手
を
領
邦
君
主
と
し
、
官
憲
的

に
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
化
さ
れ
た
人
格
に
よ
っ
て
の
み
体
現
さ
れ
る
意
思
を
、
最
高
次
の
一
般
意
思
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
(
開

σgp)。
こ

こ
で
い
う
国
家
と
は
、
専
ら
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
的
人
格
で
あ
り
、
人
民
を
超
越
し
た
存
在
で
あ
っ
た

(ggp)。
こ
の
よ
う
な
純
粋
な
ア

ン
シ
ユ
タ
ル
ト
的
国
家
は
、
都
市
国
家
か
ら
そ
の
統
一
性
の
側
面
の
み
を
引
き
継
い
だ
の
で
あ
り
、
そ
の
概
念
化
に
当
た
っ
て
は
、
ロ

i
マ

jヒ法56(3・143)1181 



説

的
お
よ
び
教
会
的
な
概
念
が
援
用
さ
れ
た
と
い
う
(
開

σgp)0

号ム
ロ聞

し
か
し
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
官
憲
的
領
邦
国
家
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
的
人
格
概
念
は
、
外
国
の
国
家
概
念
の
永
続
的
な

勝
利
を
阻
止
す
る
の
に
は
十
分
な
力
を
保
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
法
治
国
家
の
思
考
が
完
全
に
屈
服
す
る
こ
と
は
あ
り

得
な
か
っ
た

(ggp)。
ギ

l
ル
ケ
は
、
近
代
的
立
憲
国
家
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
主
義
国
家
(
官
憲
的
領
邦
国
家
)
に
よ

り
や
っ
と
の
こ
と
で
獲
得
さ
れ
た
国
家
の
統
一
性
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
こ
の
国
家
的
統
一
を
、
新
た
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
に
組
織

さ
れ
た
人
民
の
中
に
差
し
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
中
世
等
族
国
家
に
あ
っ
て
は
未
だ
外
面
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
、
ア
ン

シ
ユ
タ
ル
ト
的
官
憲
的
要
素
と
共
同
的
人
民
的
要
素
の
結
合
を
、
不
可
分
の
有
機
的
統
一
体
に
ま
で
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
で

あ
る
(
厚
相
互
・
)
。

こ
う
し
て
ギ
l
ル
ケ
は
、
ド
イ
ツ
全
体
国
家
と
し
て
の
ド
イ
ツ
帝
国
(
第
二
帝
政
)
に
お
い
て
、
こ
の
任
務
が
遂
行
さ
れ
、
国
家
概
念
が

完
成
す
る
と
し
、
帝
国
に
お
け
る
国
家
概
念
の
現
れ
を
取
り
上
げ
る
(
。
。

mM
ム
E
E
E
N
)
。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
既
に
中
世
に
お
い
て
、

は
、
理
念
的
な
全
体
人
格
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
旧
帝
国
は
連
邦
国
家
と
い
う
よ
り
も
、
半
ば
国
際
法
上

旧
帝
国
(
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
)

の
同
盟
に
近
く
、
近
代
的
ド
イ
ツ
国
家
概
念
史
に
対
す
る
意
義
は
小
さ
い

(ggp)。
け
だ
し
、
旧
帝
国
は
最
終
的
に
は
単
な
る
国
家
コ

(開

σmE・
)
。
従
っ
て
、
再
ぴ
立

ル
ポ
ラ
テ
イ
オ
ン
と
な
り
、
そ
の
解
体
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
国
家
概
念
の
完
成
が
実
現
し
た
か
ら
で
あ
る

て
ら
れ
た
ド
イ
ツ
帝
国
は
、
旧
帝
国
に
見
ら
れ
た
ド
イ
ツ
全
体
国
家
と
い
う
伝
統
的
理
念
を
引
き
継
ぐ
こ
と
は
出
来
る
が
、
そ
れ
以
外
の
新

た
な
帝
国
理
念
に
つ
い
て
は
、
そ
の
積
極
的
内
容
を
旧
帝
国
理
念
か
ら
で
は
な
く
、
領
邦
国
家
に
お
い
て
発
展
し
て
き
た
国
家
理
念
か
ら
汲

み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
開

σgp)。
そ
し
て
そ
の
上
で
新
帝
国
は
、
旧
帝
国
が
達
成
で
き
な
か
っ
た
任
務
、
す
な
わ
ち
旧
帝
国
が
理

念
に
お
い
て
の
み
生
み
出
し
た
、
ド
イ
ツ
人
民
の
国
家
的
人
格
化
を
新
た
に
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

(開

σg♀・)。
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前
期
ギ

l
ル
ケ
の
国
家
論

こ
こ
で
、
ギ
l
ル
ケ
が
、
「
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
お
よ
び
第
二
巻
で
提
示
し
た
国
家
論
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
以
上
見

て
き
た
と
お
り
、
ギ
l
ル
ケ
は
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
で
提
示
し
た
五
つ
の
時
代
区
分
の
う
ち
、
第
三
期
(
中
世
)
の
都
市
共
同

体
の
中
に
国
家
概
念
の
萌
芽
を
見
出
し
、
都
市
同
盟
を
は
じ
め
と
す
る
政
治
的
盟
約
組
織
お
よ
び
初
期
の
領
邦
国
家
の
中
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

第二帝政創立期ドイツの政治思想(1)

シ
ャ
フ
ト
的
要
素
と
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
的
要
素
の
有
機
的
統
一
の
可
能
性
(
理
念
)
を
見
出
し
た
。
し
か
し
、
第
三
期
の
国
家
概
念
が
基
本

的
に
身
分
制
原
理
に
基
づ
い
て
い
た
た
め
に
、
諸
集
団
の
特
権
集
団
化
を
招
い
て
し
ま
い
、
第
四
期
に
お
け
る
、
領
邦
君
主
を
国
家
の
排
他

的
担
い
手
と
す
る
官
憲
国
家
の
概
念
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
第
四
期
の
絶
対
主
義
的
官
憲
国
家
に
よ
り
、

真
の
国
家
概
念
へ
の
展
開
を
妨
げ
て
い
た
、
第
三
期
に
見
ら
れ
る
身
分
制
原
理
の
弊
害
が
取
り
除
か
れ
、
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
崩
壊
以
後
の
第

五
期
に
お
い
て
、
最
終
的
な
真
の
国
家
概
念
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
ギ
l
ル
ケ
の
言
う
「
真
の
国
家

概
念
」
と
は
、
全
体
と
構
成
部
分
が
、
と
も
に
そ
れ
自
体
と
し
て
国
家
的
共
同
体
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
は
完
全
な
国
家
た
り

え
ず
、
両
者
の
主
観
的
な
個
別
行
為
を
、
全
体
の
意
思
行
為
と
一
致
さ
せ
、
客
観
的
法
規
範
に
合
致
さ
せ
る
よ
う
な
憲
法
に
基
づ
き
、
両
者

が
有
機
的
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
な
国
家
と
な
る
と
い
う
連
邦
国
家
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
真
の
国
家
概
念
」
の
一
翼

を
担
う
べ
く
、
官
憲
国
家
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
身
分
制
原
理
に
基
づ
く
国
家
的
共
同
体
に
代
え
て
、
新
た
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理

に
基
づ
く
ド
イ
ツ
人
民
の
国
家
人
格
化
が
、
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
図
式
は
、
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
や
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
」
第
三
巻
以
降
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
『
ド

イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
お
よ
び
第
二
巻
に
お
い
て
は
、
「
真
の
国
家
概
念
」
と
い
う
目
標
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
の
、
如
何
に
す
れ
ば

こ
の
概
念
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
、
そ
の
実
現
方
法
に
つ
い
て
の
問
い
に
は
十
分
な
回
答
が
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。

北j去56(3・145)1183 



説

け
だ
し
、
ド
イ
ツ
人
民
の
国
家
人
格
化
を
可
能
と
す
る
新
た
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
、
す
な
わ
ち
「
現
代
結
社
原
理
」
の
内
容
説
明

自
体
が
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
基
本
的
に
歴
史
的
叙
述
で
あ
る
と
さ
れ
た
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
に
お
い
て

は
、
確
か
に
自
由
な
結
社
に
注
目
す
る
と
い
う
視
点
は
獲
得
し
て
い
た
が
、
現
代
結
社
運
動
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
が
ゆ
え
に
一

義
的
な
定
義
は
で
き
な
い
と
さ
れ

(
u
o
m
T
S
N
)
、
「
結
社
」
の
実
例
が
列
挙
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

=:"oD.梅
雨司

。。刃-一∞∞
M
R
)
0

さ
ら
に
、

ロ
ー
マ
法
継
受
前
ま
で
を
扱
っ
た
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
二
巻
に
お
い
て
、
新
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
け
る
「
真
の
国
家
概
念
」
の
形
成
が
、

予
告
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
身
分
制
原
理
が
克
服
さ
れ
、
「
公
共
心
が
増
進
」
し
た
か
ら
と

い
っ
て
、
直
ち
に
「
真
の
国
家
概
念
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
歴
史
的
に
「
事
実
」
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
解
釈
の
仕
方
如
何
で
、
別
の
「
事
実
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
反
対
者
に
説
得
力
の
あ
る
主
張
と

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
」
第
一
巻
、
第
二
巻
に
見
ら
れ
る
ギ
l
ル
ケ
の
国
家
論
は
、
目
標
の
設
定
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

と
言
っ
て
よ
く
、
如
何
な
る
方
法
を
と
れ
ば
そ
の
目
標
を
達
成
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
十
分
に
応
答
可
能
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
章

中
期
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
思
想
史
研
究

前
章
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
お
よ
び
第
二
巻
に
お
い
て
出
さ
れ
た
「
真
の
国
家
概
念
」
が
、
中
世
以
降
の

歴
史
に
お
い
て
、
如
何
に
し
て
獲
得
可
能
と
な
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ギ

l
ル
ケ
は
、
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
お
よ
び
『
ド
イ
ツ

団
体
法
論
」
第
三
巻
に
お
い
て
更
に
論
究
し
た
。
前
述
の
通
り
、
ギ
l
ル
ケ
の
「
ド
イ
ツ
団
体
法
研
究
」
自
体
は
、
「
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』

北法56(3・146)1184 



第
四
巻
に
お
い
て
も
完
結
を
見
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
ギ
l
ル
ケ
は
、
こ
の
問
題
に
完
全
な
形
で
応
答
を
残
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
部
分
的
な
言
及
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
、
「
現
代
」
の
国
家
論
を
も
論
述
対
象
と
し
た
「
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
に
お
い
て
、
そ
の

素
描
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
ギ
l
ル
ケ
は
、
個
々
人
の
自
然
権
か
ら
直
接
国
家
を
導
き
出
す
よ
う
な
、
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
プ
ズ

(
叶
四
回
。
自
由
国
国
。
ゲ
ゲ
向
田
)
か
ら
ジ
ヤ
ン
H

ジ
ヤ
ツ
ク
・
ル
ソ
l

(同町富山由
nazn
こ
g
z回
目
白
血
己
)
に
至
る
通
例
の
自
然
法
理
論
の
系
譜
に
で
は
な
く
、

第二帝政創丘期ドイツの政治思惣(1 ) 

個
人
と
国
家
の
聞
に
中
間
団
体
の
媒
介
を
認
め
る
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス

の
自
然
法
論
の
系
譜
に
注
目
し
、
洗
練
さ
れ
た
形
で
そ
れ
を
自
ら
の
国
家
論
に
取
り
込
ん
で
い
た
。
本
章
で
は
、
主
と
し
て
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス

論
』
に
よ
り
な
が
ら
、
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
思
想
史
理
解
を
探
求
し
、
ギ
l
ル
ケ
が
自
然
法
論
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
の
か
を
解
明
す
る
。

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
中
世
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
復
活
さ
れ
た
古
代
観
念
と
中
世
的
観
念
体
系
の
様
々
な
要
素
が
融
合
さ
れ
て
、
近
代
的

国
家
理
念
が
産
ま
れ
た
(
主
一
ア
N
)
。
中
世
精
神
史
は
、
「
古
代
|
近
代
的
な
思
惟
」
と
「
固
有
中
世
的
な
思
惟
」
と
の
対
立
・
融
合
の
歴

史
と
し
て
描
か
れ
(
り
の
吉
弘
己
1
2
5
、
中
世
精
神
は
、
「
固
有
中
世
的
な
思
惟
」
の
も
と
へ
の
「
古
代
|
近
代
的
な
思
惟
」
の
摂
取
・
統

合
を
目
指
し
、
そ
れ
は
一
度
成
功
し
た
か
に
見
え
た
が
、
結
局
「
古
代
近
代
的
な
思
惟
」
の
自
己
展
開
に
抗
し
き
れ
ず
敗
北
し
て
中
世
は

崩
壊
し
、
そ
こ
か
ら
近
代
が
生
ま
れ
る
と
さ
れ
る

(
』
喜
吉
吉
田
〉

5
5宮
田
)
に
端
を
発
す
る
「
ド
イ
ツ
独
自
」

(開

g
E・
)
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
近
代
に
お
い
て
も
、
不
滅
の
ゲ
ル
マ
ン
的

つ
い
に
ギ
i
ル
ケ
に
と
っ
て
の
現
代
に
お
い
て
、
「
古
代
|

近
代
的
な
思
惟
」
と
「
固
有
中
世
的
な
思
惟
」
と
の
止
揚
・
統
合
が
果
た
さ
れ
、
ド
イ
ツ
的
立
憲
主
義
法
治
国
家
に
結
実
す
る
の
で
あ
る

(
』
〉
一
己
子
以
広
)
0

こ
れ
が
ギ
l
ル
ケ
の
基
本
枠
組
み
で
あ
る
が
、
特
に
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
に
お
い
て
ギ
l
ル
ケ
が
、
宗
教
改
革
ま
で

(
臼
)

を
中
世
、
宗
教
改
革
以
後
を
近
代
、
そ
し
て
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
崩
壊
以
降
を
現
代
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
言
、
つ
ま

で
も
な
く
こ
の
区
分
は
、
前
述
し
た
五
期
に
分
か
れ
る
固
制
史
区
分
の
後
半
部
分
(
第
三
期
以
降
)
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
、

少
な
く
と
も
ギ
!
ル
ケ
の
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
に
は
、
同
時
代
の
国
家
論
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
政
治
的
な

ゲ
ノ
ヅ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
は
自
然
法
的
国
家
理
論
に
生
き
残
り
(
問
σ
g
p
)
、

北法56(3・147)1185 



説

著
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
以
下
の
叙
述
に
お
い
て
よ
り
明
確
に
な
る
が
、
こ
こ
で
先
取
り
的
に
述
べ
れ
ば
、

ギ
l
ル
ケ
が
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
発
掘
し
た
の
は
、
中
世
政
治
社
会
へ
の
「
偏
愛
」
(
ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
)

の
た
め
と
い
う
よ
り
も
、

ア
ル

1ヒi:t56(3・148)1186 

コム
日間

ト
ジ
ウ
ス
の
自
然
法
論
の
中
に
ゲ
ル
マ
ン
的
思
考
の
残
存
と
そ
の
新
た
な
展
開
の
可
能
性
を
見
て
、
そ
の
中
か
ら
「
現
代
」
の
国
家
論
に
有

(
日
)

益
な
観
念
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
含
め
、
以
下
に
お
い
て
、
主
と
し
て
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
に
よ
り
つ
つ
、

ギ
l
ル
ケ
の
政
治
思
想
史
理
解
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

中
世
ま
で

ま
ず
、
ギ

i
ル
ケ
に
と
っ
て
の
古
代
国
家
観
念
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ

l
マ
の
国
家
観
念
の
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

つ
ま
り
、
国
家
は
人
間
生
活
の
す
べ
て
を
吸
収
す
る
人
聞
社
会
。
2
5
5
n
Z
E
D
そ
の
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ

る
諸
国
体
の
な
か
で
た
だ
一
つ
だ
け
存
在
で
き
る
最
高
次
の
も
の
で
、
国
家
を
越
え
た
世
界
国
家
は
あ
り
得
ず
、
国
家
の
下
に
は
自
治
体

。
2
5
E四
以
外
あ
り
得
な
い
と
い
う
観
念
で
あ
る

(】〉一

M
M⑤
tM凶N
)
。
そ
こ
で
は
、
国
家
の
起
源
は
、
人
聞
の
本
能
や
意
思
行
為
に
も
と

め
ら
れ
、
政
体
も
人
聞
が
自
由
に
選
択
で
き
(
主
一
色
)
、
国
家
は
倫
理
的
・
自
然
的
必
要
の
た
め
に
存
在
し
、
そ
の
目
的
は
物
質
的
・
精

神
的
福
祉
の
増
進
で
あ
り
、
法
の
実
現
は
そ
の
一
つ
の
手
段
に
過
ぎ
な
い

(
z
h
a
M
E
M
E
)
。
そ
し
て
、
国
家
が
人
間
生
活
の
す
べ
て
を
吸

収
し
つ
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
人
聞
は
公
民
切
ロ
『
m
q
に
埋
没
し
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
自
由
の
真
只
中
で
、
個
人
的
自
由
の
存
在
の
余
地
が

い
る
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
人
間
個
人
の
存
在
は
国
家
を
待
つ
て
は
じ
め
て
意
味
を
持
つ

抹
消
さ
れ
て
」

(
Z
U
一
回
)

(。。河川由

法
回
目
凶
か
ど
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
純
中
世
的
思
考
体
系
と
は
、
徹
底
的
に
神
権
政
治
的
な
観
念
で
あ
り
(
主
一
き
)
、
世
界
は
キ
リ
ス
ト
の
体
と
し
て
の
一



つ
の
有
機
体
(
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
)
で
あ
り
、
世
界
が
一
体
で
あ
る
こ
と
を
社
会
構
築
の
出
発
点
と
す
る

な
中
間
団
体
は
、
そ
の
起
源
と
規
範
を
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
(
普
遍
教
会
と
普
遍
帝
国
)
に
も
つ
派
生
物
(
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
)
で
あ
る

(
伺
宮
邑
・
)
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
固
有
中
世
的
な
観
念
と
し
て
の
重
層
的
、
連
邦
主
義
的
な
社
会
構
成
は
、
徹
底
的
に
神
権
政
治
的
観

念
が
支
配
的
で
あ
る
中
世
に
お
い
て
は
、
上
か
ら
下
へ
向
か
う
も
の
で
あ
る
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
る

2
〉
-
N
N
E
。
つ
ま
り
、
教

(
U
A
)
 

会
と
帝
国
と
い
う
可
視
の
人
類
統
一
体
を
前
提
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
諸
団
体
や
個
人
は
固
有
の
生
戸
与

g
や
価
値
を
持
ち
つ
つ
、
神
の
精
神

で
満
た
さ
れ
た
調
和
的
な
有
機
体
と
し
て
、
よ
り
上
位
の
団
体
と
不
可
避
的
か
つ
重
層
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
(
』
〉
一

MMa'NS)
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
神
権
政
治
観
念
の
帰
結
と
し
て
、
政
体
は
君
主
政
が
基
本
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
団
体
統
一
体
〈

R
Z
E
5
5
2
は
君
主
政

的
首
長
田
皇
宮
を
持
ち
、
こ
の
支
配
者
の
職
宮
町
耳
目
n
z
n
g
E
は
神
か
ら
直
譲
あ
る
い
は
間
接
に
授
権
さ
れ
、
神
的
秩
序
を
維
持
す
る

(』〉一

SESτ
あ
ら
ゆ
る
多
様

(』〉

。。，
AWN)

第二帝政創立期ドイツの政治思想(1 ) 

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
純
中
世
的
思
考
体
系
は
、
教
会
の
集
権
化
と
教
皇
主
義
の
伸
張
に
よ
る
国
家
の
教
会
へ
の
吸
収
を
説
く
主
張
に
よ
っ

て
動
揺
し
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
(
司
ぎ
E
g
〉
宮
5
2
)
に
よ
る
古
代
国
家
観
念
の
回
復
に
よ
っ
て
致
命
的
打
撃
を
受
け
る
と
さ
れ
る

(
同
〉
一
色
ふ
品
)
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
古
代
国
家
観
念
の
回
復
に
よ
っ
て
、
国
家
の
起
源
は
、
人
間
の
本
能
や
意
思
行
為
に
基
づ
く
も
の
と

な
り
、
神
意
は
、
国
家
形
成
の
遠
因
に
遠
の
き
(
肘

Z
E
-
-
支
配
の
正
統
性
は
、
神
か
ら
で
は
な
く
被
治
者
全
体
。
m
g
S
E
E
n
-円
か
ら
派

生
す
る
こ
と
と
な
り
、
統
治
形
態
も
人
間
の
自
由
な
選
択
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
君
主
政
の
神
的
権
利
が
消
滅
す
る
(
間
宮
邑
)

か
ら
で
あ
る
。

北i去56(3・149)1187 

こ
う
し
て
神
権
政
治
観
念
を
中
心
と
す
る
純
中
世
的
観
念
は
、
中
世
に
お
い
て
す
で
に
、
復
活
さ
れ
た
古
代
国
家
観
念
に
よ
り
そ
の
基
盤

を
崩
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
神
権
政
治
理
念
が
復
興
し
た
と
は
=
一

-Tん
、
そ
こ
で
霊
的
事
項
の
国
家
政
策
に
よ
る
遂
行
と
い
う

手
段
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
逆
に
教
会
の
国
家
制
度
化
を
招
来
し
て
し
ま
い
(
』
〉
一

g
'
$
)
、
純
中
世
的
観
念
の
動
揺
は
止
ま
ら
な



説

か
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
反
宗
教
改
革
側
の
ド
ミ
ニ
コ
会
や
イ
エ
ズ
ス
会
は
、

(冨

E
Z
E岳
町
司
)

マ
ル
テ
イ
ン
・
ル
タ

l

や
一
ン
ヤ
ン

カ
ル
パ
ン

(
同
町
田
口
内
乱
三
口
)

三h.
両岡

の
国
家
教
会
制
へ
の
対
抗
上
、
国
家
を
徹
底
的
に
世
俗
的
な
も
の
と
し
て
国
家
と
教
会
を
分
離
し
よ
う
と
し
、

そ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
国
家
の
神
意
に
よ
る
基
礎
づ
け
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
政
治
社
会
は
、
ア
ク
イ
ナ
ス
の
言
う
よ
う
な
神
意

の
拡
大
解
釈
と
し
て
の
自
然
法
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
(
宮
町
邑
・
)
。
こ
の
ア
ク
イ
ナ
ス
の
よ
う
な
議
論
に
反
対
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
の
側
は
、
確
か
に
、
国
家
の
神
的
起
源
や
世
俗
支
配
に
対
す
る
神
の
全
権
と
い
っ
た
命
題
を
毅
然
と
唱
え
た
が
、
聖
職
者
位
階
制
へ
の
反

対
や
教
会
の
国
家
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
化
、
良
心
の
自
由
の
拒
否
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る
、
国
家
の
宗
教
的
使
命
の
基
礎
を
築
い
た
以
外
は
、

国
家
を
、
神
に
由
来
す
る
世
界
の
自
然
的
、
道
徳
的
秩
序
の
不
可
欠
な
部
分
で
あ
る
と
す
る
一
般
的
な
中
立
の
立
場
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
っ

た

(ggp)。
け
だ
し
、
前
述
の
と
お
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
自
身
も
、
自
ら
の
教
会
の
国
家
制
度
化
と
い
う
主
張
に
よ
り
、
自
然

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
理
論
は
こ
の
発
展
の
論
理
的

法
体
系
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

(ggp)。
こ
う
し
て
純
中
世
的
観
念
は
、
古
代
国
家
観
念
の
回
復
と
、
そ
れ
に
伴
う
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
法
観

念
に
よ
る
国
家
と
教
会
の
基
礎
づ
け
に
よ
っ
て
、
す
で
に
そ
の
基
盤
を
失
い
つ
つ
あ
り
、
次
項
で
取
り
上
げ
る
よ
う
な
主
権
概
念
の
発
展
と

相
ま
っ
て
、
中
世
政
治
社
会
に
お
け
る
必
須
の
構
成
要
素
で
あ
っ
た
諸
種
の
有
機
的
中
間
団
体
は
、
そ
の
理
論
上
の
立
脚
点
を
奪
わ
れ
る
こ

帰
結
で
あ
る
と
さ
れ
る

と
と
な
る

(
』
〉
一
一
口
、
ア
M

凶∞)。

(
l
)
遠
藤
乾
「
ポ
ス
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
正
統
化
の
諸
問
題
|
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
を
事
例
と
し
て
l
」
(
日
本
政
治
学
会
編
『
コ
一
つ
の

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
自
由
民
主
主
義
・
社
会
民
主
主
義
・
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
』
年
報
政
治
学
二
O
O
一
、
岩
波
書
応
、
ニ
O
O
二
年
)
一

三

oー
一
三
六
頁
参
照
。

(
2
)
網
谷
龍
介
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ガ
ヴ
ア
ナ
ン
ス
の
生
成
と
民
主
政
の
困
難
」
(
『
神
戸
法
学
雑
誌
』
第
五
一
巻
第
四
号
、
二
O

O
二
年
)
、

一
一
一
一
員
、
参
照
。
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第二帝政創立期ドイツの政治思想(1)

(
3
)
向
上
、
一
七
!
二
四
頁
、
参
照
。

(4)
向
上
、
二
O
|
一
一
一
頁
、
参
照
。
さ
ら
に
、
主
権
概
念
の
対
抗
概
念
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
構
成
原
理
と
な
っ
て
い
る
補
完
性
原
理

に
注
目
し
、
そ
の
源
流
と
な
っ
て
い
る
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス

(
Z
E
E
g
と
吾
5
5出
)
の
思
想
を
検
討
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
、
遠
藤

乾
「
ポ
ス
ト
主
権
の
政
治
思
想
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
お
け
る
補
完
性
原
理
の
可
能
性
l
」
(
『
思
想
』
第
九
四
五
号
、
岩
波
書
宿
、
二
O
O
コ
一

年
)
も
参
照
の
こ
と
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
ギ
l
ル
ケ
が
『
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
と
自
然
法
国
家
理
論
の
発
展
』

に
お
い
て
発
掘
し
た
思
想
家
そ
の
人
で
あ
る
。

(5)
の叫・

3
E
-
E
2・、
t
h
q
ミ
是
正

P
ヨ
ロ
円
ミ
ミ
~
ミ
号
、
q
s
h
A
『阿川町

2
3尽
き
え
守
ミ
ミ
C
ミ町、
E
R
n
n
s
σ
コ
仏
関

m
・

3z・
1
・
E
・ハ

l
ス
ト
の
結
社

民
主
主
義
論
を
扱
っ
た
邦
語
の
研
究
文
献
と
し
て
は
、
早
川
誠
「
代
表
制
を
補
完
す
る

p
・ハ

l
ス
ト
の
結
社
民
主
主
義
論
l
」
(
『
社
会
科

学
研
究
』
第
五
二
巻
三
号
、
二
O
O
一
年
)
、
五
九
八
三
頁
、
山
口
定
『
市
民
社
会
論
歴
史
的
遺
産
と
新
展
開
』
(
有
斐
問
、
二
O
O
四

年
)
、
二
四
三
|
二
五
五
頁
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
ハ

1
ス
ト
の
議
論
の
問
題
点
と
し
て
、
結
社
の
質
的
区
別
や
結
社
同
士
の
水
平
的
な
方
向
で

の
関
係
調
整
の
必
要
性
を
指
摘
し
、
熟
議
民
主
主
義
と
の
接
合
を
模
索
す
べ
き
と
す
る
指
摘
(
田
村
哲
樹
「
民
、
玉
、
王
義
の
新
し
い
可
能
性
l
熟

議
民
主
主
義
の
多
元
的
深
化
に
向
か
っ
て
」
、
畑
山
敏
夫
・
丸
山
仁
編
著
『
現
代
政
治
の
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
|
欧
州
の
経
験
に
学
ぶ
』
、
法
律

文
化
社
、
二
O
O
四
年
、
二
三
九
頁
以
下
)
も
参
照
の
こ
と
。
さ
ら
に
、
「
団
体
政
治
の
ロ
ジ
ッ
ク
」
の
歴
史
的
変
遷
を
た
ど
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
時
代
の
民
主
的
統
治
実
現
の
方
途
を
さ
ぐ
る
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
田
村
と
同
様
の
方
向
を
模
索
す
る
も
の
と
し
て
、
野
田
昌
吾
「
団
体
、

統
治
、
正
統
性
|
団
体
の
政
治
的
役
割
と
そ
の
変
容
」
(
二
O
O
五
年
四
月
二
日
、
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
、
日
独
法
学
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
「
団
体
、
組
織
と
法
L

に
お
け
る
報
告
)
が
あ
る
。

(
6
)
E
2・0
司・

2
・・

1U4尽
な
お
、
「
多
元
主
義
」
と
「
政
治
」
と
の
聞
の
関
係
性
の
再
検
討
と
い
う
視
点
か
ら
、
英
国
お
よ
び
米
国
の
多
元
的
国

家
論
を
取
り
扱
っ
た
最
近
の
研
究
と
し
て
、
早
川
誠
『
政
治
の
険
路
多
元
主
義
論
の
二
O
世
紀
』
創
文
社
、
二
O
O
一
年
が
あ
る
。

(
7
)
こ
こ
で
述
べ
た
、
「
国
際
政
治
」
と
「
囲
内
政
治
」
の
区
別
は
、
議
論
を
整
理
す
る
た
め
の
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
、
実
際
に
は
、

相
互
に
密
接
な
関
係
を
持
つ
。
例
え
ば
、
グ
ロ
!
パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
進
展
が
、
各
国
の
地
方
政
府
の
再
編
成
に
、
二
疋

程
度
の
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
こ
の
点
を
含
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
分
権
状
況
を

概
観
す
る
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
手
堅
い
研
究
と
し
て
、
マ
イ
ケ
ル
・
キ

i
テ
ィ
ン
グ
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
主
主
義
諸
国
に
お
け
る
分
権
化
傾
向
」

津
田
由
美
子
訳
(
山
口
二
郎
、
山
崎
幹
根
、
遠
藤
乾
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
地
方
ガ
パ
ナ
ン
ス
」
、
岩
波
書
庖
、
二
O
O
三
年
、
第
五
章
所
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収
)
を
参
照
。

(8)
大
塚
桂
「
ラ
ス
キ
に
お
け
る
国
家
と
自
由
」
(
『
政
経
研
究
』
第
二
七
巻
、
一
九
九
一
年
)
七
九
二
頁
参
照
。

(9)
む
ろ
ん
、
大
塚
は
、
大
塚
桂
『
多
元
的
国
家
論
の
周
辺
』
(
信
山
社
、
二

0
0
0
年
)
一
三
五
頁
以
下
に
お
い
て
こ
の
必
要
性
に
応
答
し
て
い

る
が
、
そ
の
主
眼
点
は
ア
l
ネ
ス
ト
・
パ

l
カ
l

(開
ヨ
刊
間
四
国
営

-rc
に
お
け
る
ギ
l
ル
ケ
受
容
の
問
題
で
あ
っ
て
、
ギ
l
ル
ケ
自
身
の
団
体
理

論
を
内
在
的
に
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
西
村
稔
は
、
ギ
!
ル
ケ
の
法
学
方
法
論
を
詳
細
に
検
討
し
た
研
究
(
西
村
稔
「
近
代
ド
イ
ツ

に
お
け
る
法
学
と
知
識
社
会
(
こ

1
(
八
)

l
オ
ッ
ト
l
・
フ
ォ
ン
・
ギ
l
ル
ケ
を
中
心
と
し
て
|
」
、
『
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
』
一
一
一
一
巻

二
号
、
一
九
八
一
年

1
三
四
巻
一
号
、
一
九
八
四
年
)
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ツ
・
ヴ
ィ

l
ア
ツ
カ

1
2
s日
当
5
R宮
司
)
の
研
究

(
F
・
ヴ
ィ

l

ア
ツ
カ
l
、
鈴
木
禄
弥
訳
『
近
世
私
法
史
』
、
創
文
社
、
一
九
六
一
年
)
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
ギ
l
ル
ケ
が
、
実
践
主
義
的
な
方
法
に
重
点
を
置
き

つ
つ
、
科
学
的
な
方
法
の
導
入
に
よ
り
、
実
践
主
義
的
方
法
と
形
式
主
義
的
方
法
の
綜
合
に
成
功
し
た
こ
と
を
説
得
的
に
論
じ
て
い
る
。
商
村

の
研
究
は
、
ロ
マ
ニ
ス
テ
ン
の
立
場
に
立
つ
ヴ
イ
ア
ツ
カ
ー
に
よ
る
、
ギ
l
ル
ケ
の
思
考
は
厳
密
さ
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
主
張
(
前
掲
書
、

五
四
五
五
四
六
頁
、
参
照
)
を
修
正
す
る
も
の
と
し
て
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
が
、
ギ
l
ル
ケ
の
国
家
論
ま
で
も
を
、
法
学
方
法
論
の

問
題
に
還
元
さ
せ
よ
う
と
し
た
点
で
、
や
や
一
面
的
で
あ
る
。

(
叩
)
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
解
明
に
よ
り
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
る
同
時
代
評
価
(
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
の
政
治
体
制
の
分
析
)
を
窺
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

(
日
)
法
制
史
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
中
世
国
家
論
争
」
を
め
ぐ
る
ギ
l
ル
ケ
評
価
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
オ
ッ
ト
l
・
フ
ォ
ン
・
ギ
l

ル
ケ
の
政
治
共
同
体
像
(
こ
団
体
人
格
論
と
自
然
法
論
の
内
在
的
理
解
を
中
心
と
し
て
|
」
(
『
北
大
法
学
論
集
』
五
三
巻
第
五
号
、
二

O

O
三
年
)
、
二
二
五
一
|
二
一
一
五
二
頁
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
同
論
文
二
二
五
一
頁
か
ら
一
三
五
二
頁
に
か
け
て
の
叙
述
で
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・

ブ
ル
ン
ナ
l

(出
向

E
a
n
F
切

g
E
m『
)
ま
で
も
が
、
ロ
マ
ニ
ス
テ
ン
に
含
ま
れ
る
書
き
方
に
な
っ
て
お
り
、
不
正
確
で
あ
る
た
め
、
一
三
五
二
頁

一
行
日
「
ロ
マ
ニ
ス
テ
ン
」
の
文
字
を
削
除
し
て
訂
正
し
た
い
。

(
ロ
)
開
『
同
国
民
'
d〈

o-ぽ
自
加
国
c
n
r
g
g
a
p
N
M町
内
出
向
ミ

R
p
m
z
q
s
s
=官
』
川
町

R
E・
与
え
』
与
問
、
巴
立
与
史
認
で
ヨ

3
・K
E忌
き
た
ミ
・
切
開
ユ
5
・
3
E咽
凶

-B'-a

(
日
)
村
上
淳
一
『
ゲ
ル
マ
ン
法
史
に
お
け
る
自
由
と
誠
実
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
O
年
)
、
一
l
一
三
頁
参
照
。

(
日
目

)
K
・
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
、
石
川
武
監
訳
「
ゲ
ル
マ
ン
法
史
の
虚
像
と
実
像
1

ド
イ
ツ
法
史
の
新
し
い
道
』
(
創
文
社
、

一
頁
、
参
照
。

説論
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一
九
八
九
年
)
、
三
|
四



gコ
(
的
自
?
門
)
甲
山
山
判

5
T

(巴)Vgl. Hans-Ulrich Wehler， Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1849-1914， Bd.3: Von der "Deutschen Doppelrevolution" bis zum Beginn 

des Ersten Weltkrieges 1849-1914， Munchen， 1996， S. 135-136. 

(~) ~吋~' ト土ミ iトヤ入・て一、-tく (Martin Peters) ti' 1 J ~制 \J G~ヤ一三ミト Um!rト~~~と宮駅 L」 4ヰエい'?t\-一七ミト G 亡回ITK

z丈 1よ兵士r-Q毎早恨令書l;:-R~';:'型輸事ミ士!迫識は..，;:>m!~ú、~'巡itf.吾~~Jitt土日 GK糧L」 4ヰ台時九十一三ミわ G総監事干守主単v肱垣杓ヰヰν$~

-'J課翠--.l'社一三ミ ~G :l;:i1H事 u' I時時欄G訴さ認起J;{<J ~ν -'Jト~I)-'J為坦保時人1 エ小 (Vgl. Martin Peters， Die Genossenschafts-

theorie Otto v. Gierkes ( 1841・1921)，Gottingen， 2001， S. 4-5)。

(口)Vgl. Otto von Gierke， Der Entwurf eines Buergerlichen Gesetz加chesund das deutsche Recht， Leipzig，1889 

(~)阻主総「討と:ιャトU.;q合時世えrt-'JJ表穏記側(同) --tマ h ムー・ト令，\.?t\-一七ミふ;{<J丑・'~-'J--.l ν-J (r区ヨ-1<許税金ト<\~
まt棺j1111 1約11a)t>' 1 -R<11砕)'11<111ー 11判長山， -¥l秘密:。杓&U'Vgl. Werner Schubert， Die Entstehung der Vorschriften 
des BGB uber Besitz und Eigentumsubertragung， Berlin， 1966民;:， Peters， a.a.O. 

(~)王室付をま'宗一三ミ. .~ ti "1 "ι (Carl Schmitt) ti'ーャ一三ミトGIト一三入ム謡界説星科 (LS) U。エい， ['砕一七ミトヰ~ 1 <<111 

叶U<~U --.l ~5正樹;ff;';:'ポ lトーて入ム認手当夜~.;:.ポv立~ ('¥ ~J -'J率υいエトQ (Vgl. Carl Schmitt， Hugo Preuss: Sein Staatsbegriff 

und seine Stellung in der deutschen Staatslehre， Tubingen， 1930， S. 16. (叫阪に奇襲揺「ト-'llー・トロ干K (1 -R1110砕)j'U信腿

躍 1 ・ 2宮口~1:碧脳『ゼ霊堂G 主~ie貯縫r~ヤ与'時J 入 :ιギ， I-R-¥-l川与す， 1.1( I国)。

(~) IJ G Ja1u:::霊が時'ボlと世~{~ょ1持爆G 里ìSl\!!: G m!$~かニ ν'11主--.l'Vm5È~零擦「守マト ιー・ト情入.?t\-ー士ミふ e 吉正ie咽(~

宅金鍾(I ) J' I 111同 I-111HくO町総匹。
(日)V gl. Peter Blickle， "Otto Gierke als Referenz? Rechtswissenschaft und Geschichtswissenschaft auf der Suche nach dem Alten 

Europa“， Zeitschrijリirneuere Rechtsgeschichte 17(1995)， S. 245-263. 

(~) Vgl. a. a. 0.， S. 263. 

(お)Vgl. Thomas Nipperdey， Deutsche Geschichte 1866-1918 Bd.l: Arbeitswelt und Burgergeist， 1998， S. 658 

(認)Vgl. a. a. 0.， S. 661. 

(自)困主総「射と:ムヤト U .;q士r-Q対糾-'J.fR需主ギ<\~ (同)一無 hムー・「¥令入.~ヤ一会占人会j丑--~ょJ --.l ν-J U匿ヨK降誕:tt同開
書量栂J1111 1;jj@1 1日γ I -R<11叶)'11<111-11-R-R同'総監。

(
円
)
酔
時
信
一
議

ghr
ト
比
慶
州
一
語
抵
伝
川
波



説論

(
お
)
〈
加

F
d
g
B
g
z
g
n
F
。
き
て
き
岳
町
込
町
旬
、
宏
之

Fb吉
町
三
室
町
ミ
宅
hhqh凡
な
匂
E
勾町、~九円

p
s
c
s
n
E門
p
p
p
g
r
pコ
p
ζ
-
e
3
2
e
∞
-
Z∞1
5
M
及

、び

3
8
a唱
曲
主
)
・
曲
目

-AUSE-
た
だ
し
、
切
の
∞
草
案
に
対
す
る
ギ
|
ル
ケ
の
理
論
的
影
響
力
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
何
を
も
っ
て
「
影
響

力
あ
り
」
と
判
定
す
る
の
か
、
回
。
∞
草
案
の
論
議
に
お
け
る
社
会
民
主
党
(
印
刷
ぷ
)
)
の
位
置
づ
け
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
な
ど
、
議
論

の
出
発
点
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
ハ
ッ
ク
ら
の
指
摘
は
、
直
ち
に
承
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
∞
。
∞
草
案
と
ギ

l
ル
ケ
理

論
の
関
係
に
つ
き
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
は
、
本
稿
の
主
題
を
逸
脱
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ギ

l
ル
ケ
の
回
。
切
草
案
批
判
を
め
ぐ
る
評
価
に
つ

い
て
も
、
一
部
で
見
直
し
の
機
運
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

(
幻
)
前
注
(
川
口
)
参
照
。
さ
ら
に
、
ギ
|
ル
ケ
と
ラ
l
パ
ン
ト
の
論
争
を
、
学
問
の
方
法
論
を
め
ぐ
る
対
立
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
西
村
の
議
論
(
西

村
稔
「
近
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
学
と
知
識
社
会
(
五
)
|
オ
ッ
ト
l
・
フ
ォ
ン
・
ギ

l
ル
ケ
を
中
心
と
し
て

l
H
『
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
』

三
二
巻
二
号
、
一
九
八
二
年
、
二
四
八
l
二
五
二
頁
)
も
参
照
の
こ
と
。

(
お
)
〈

mFEnzEgo--pcBF片
言
含
事
ミ
~
E
S
T
E
E
P
E
S
F
b
a
s
s
e
喜ロ
n
g
L
5・

(
却
)
〈
加
F
P
曲。・・

ω
凶U
0
・

(
却
)
〈
凹
戸
白
・
曲
。
・
・

ω・凶
E
E凶晶一
M
-

(
出
)
本
稿
に
お
い
て
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
四
巻
を
主
た
る
分
析
対
象
か
ら
外
し
た
の
は
、
筆
者
の
能
力
の
問
題
を
別
と
し
て
以
下
の
三
つ
の

理
由
に
よ
る
。
そ
の
第
一
は
、
未
完
の
書
で
あ
る
た
め
に
そ
の
取
り
扱
い
が
難
し
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
第
二
は
、
ギ
l
ル
ケ
自
身
が
、
第
四

巻
の
内
容
は
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
と
一
致
も
し
く
は
そ
れ
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
と
お
り

(
U
C
E
-
一
5
5、
基
本
枠
組
み
に

お
い
て
大
き
な
変
更
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
第
一
一
一
は
、
一
八
八
三
年
の
ギ

i
ル
ケ
・
ラ

l
パ
ン
ト
論
争
ま
で
を
対
象
と
す

る
本
稿
に
と
り
、
一
九
一
一
一
一
年
公
刊
の
第
四
巻
は
直
接
の
対
象
範
囲
と
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
四
巻
を
含
め
、
後
期
ギ

l
ル
ケ
の
団
体

思
想
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
し
た
い
。

(
幻
)
む
ろ
ん
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
二
巻
の
叙
述
範
囲
が
、
ロ
ー
マ
法
継
受
前
ま
で
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
第
二
巻
に
お

い
て
は
未
だ
こ
の
問
題
を
詳
述
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
理
論
的
論
究
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
、
直
ち
に
同
書
の

理
論
的
な
不
備
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

(
お
)
た
だ
し
本
稿
で
は
、
ギ
l
ル
ケ
の
国
家
論
が
、
同
時
代
の
国
家
論
に
与
え
た
、
理
論
的
な
影
響
力
を
解
明
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
て

お
り
、
具
体
的
な
政
治
問
題
の
詳
細
な
検
討
は
、
論
点
の
拡
散
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は

」七it56(3・154)1192



第二帝政創立期ドイツの政治思想(1)

他
日
を
期
し
た
い
。

(
お
)
前
注
(
印
)
参
照
。

(
お
)
例
え
ば
西
村
は
、
ギ
l
ル
ケ
の
転
勤
を
契
機
と
す
る
外
面
的
時
期
区
分
と
し
て
、
ギ
l
ル
ケ
の
思
想
チ
二
八
五
0
年
代
末
か
ら
一
八
七
二
年

プ
レ
ス
ナ
ウ
大
学
教
授
就
任
ま
で
の
前
期
、
プ
ラ
ス
ナ
ウ
大
学
か
ら
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
を
経
て
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
転
任
す
る
一
八
八
七

年
ま
で
の
中
期
、
一
八
八
七
年
以
降
の
後
期
の
三
つ
に
区
分
し
て
い
る
(
西
村
、
前
掲
論
文
(
五
)
、
三
三
六
頁
参
照
)
。

(お

a)
前
注
(
M
M
)

参
照
。

(
お
)
〈
加
戸
別
・
者
切

cnrgg丘
町
岨
釦
-
P
O
曲
臼
・
コ
凶
ム
示
・
村
上
淳
一
「
ド
イ
ツ
の
協
同
組
合
運
動
と
ギ
l
ル
ケ
」
『
ド
イ
ツ
の
近
代
法
学
』
(
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
六
四
年
)
、
二
四
一

l
二
四
八
頁
、
お
よ
び
、
西
村
、
前
掲
論
文
(
五
)
、
二
七
一
!
二
七
四
頁
参
照
。
む
ろ
ん
、
い
つ
の
時
点

で
脱
政
治
化
が
始
ま
っ
た
の
か
と
い
う
点
や
、
如
何
な
る
意
味
で
「
中
立
化
」
し
た
の
か
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
は
三
者
三
様
で
あ
り
、
完
全

に
一
致
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
(
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
前
掲
拙
稿
「
オ
ッ
ト
l
・
フ
ォ
ン
・
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
共
同
体
像

(
一
)
」
、
二
三
五
一
|
一
三
五
七
頁
を
参
照
の
こ
と
)
。
と
り
わ
け
村
上
の
指
摘
は
、
明
示
的
に
は
一
八
八
0
年
代
後
半
以
降
の
ギ

i
ル
ケ
に
対

す
る
も
の
で
あ
り
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
や
西
村
の
指
摘
と
や
や
性
格
を
異
に
し
て
い
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
の
分
析
対
象
は
、

一
八
八
0
年
代
前
半
ま
で
で
あ
り
、
八
0
年
代
後
半
以
降
の
ギ
l
ル
ケ
評
価
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
し
た
い
。

(
幻
)
さ
ら
に
付
言
す
る
な
ら
ば
、
一
八
八
八
年
を
画
期
と
す
る
中
期
と
後
期
の
区
別
に
関
し
て
も
、
ギ

1
ル
ケ
が
「
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
四
巻

序
一
言
(
り
の
閉
山
今
〈
。
『
君
。
コ
)
に
お
い
て
、
一
八
九
三
年
頃
ま
で
第
四
巻
の
草
稿
を
書
き
た
め
て
い
た
と
叙
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
一
八
八
八
年
を
明
確
な
昆
切
り
と
し
て
、
ギ
l
ル
ケ
思
想
が
大
転
換
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ギ
l
ル

ケ
思
想
の
全
体
を
見
渡
し
た
時
に
見
え
て
く
る
大
ま
か
な
区
分
で
あ
り
、
や
は
り
ギ
l
ル
ケ
思
想
を
分
析
す
る
た
め
の
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
お
)
一
般
的
な
語
義
に
つ
い
て
は
、

E
S
F
。ュ
s
s・4
モロ

z
n
E
。ュ
5
5・
02Hh♀
ミ
引
で
な
ミ
町
、
宮
内
b
・戸
Z
E
m
-
-
∞Z
J
並
び
に
。
E
S
q
o
s
a
o
z
E
-

b
q
b同~〈
UEHh円
p
g
qミ
て
同
ミ
ミ
さ
む
「
『
同
『
F
z
s
-
w
-
E
O
Z
Z匂
σ呂
2
2
5円四四『垣
mxmコ
伺
〉
ロ
白
血
伺
ク
玄
g
Z
2
5山
【

k
e
-
u
N
F
明
者
芯
口
一

NEユ
nz・
苫
ま
の
他
に
、

山
田
歳
『
ド
イ
ツ
法
律
用
語
辞
典
』
改
訂
増
補
版
(
大
学
書
林
、
一
九
九
三
年
)
の
各
項
目
を
参
照
し
た
。

(
却
)
山
田
、
前
掲
、
コ
一
七
四
頁
参
照
。

(
刊
)
例
え
ば
。
OEm呂
田
町
宮
島
①
と
の
g
g
m
m
g
n
E
P
②
、
〈
伺
吋
Z
E
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
大
き
な
違
い
は
な
く
、
ギ
l
ル
ケ
自
身
も
統
一

北法56(3・155)1193 



説Qh. 
n岡

的
に
厳
密
な
使
い
分
け
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
引

)A-EEE--
に
つ
い
て
は
、
直
接
対
応
す
る
適
当
な
日
本
語
が
な
く
、
や
や
誤
解
を
招
き
や
す
い
表
現
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
多
数
性
」

の
訳
語
を
あ
て
る
こ
と
と
す
る
。
ギ
l
ル
ケ
の
用
法
で
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
統
一
性
巴

5
2
と
対
置
さ
れ
る
概
念
で
あ
り
、
統
一
的
全
体
に

対
置
さ
れ
る
バ
ラ
バ
ラ
な
伺
々
人
の
よ
う
な
、
個
別
存
在
に
分
裂
し
て
い
る
状
態
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(
位
)
ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
は
、
こ
の
ギ
l
ル
ケ
の
叙
述
を
も
っ
て
、
ギ
l
ル
ケ
自
身
が
、
自
ら
の
研
究
が
時
代
遅
れ
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
し

て
い
る
(
切
符
宮
口
B
E
p
p
p
o
-
-
∞
・
コ
ふ
)
が
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
該
当
箇
所
(
。
。
同
室
一
〈
l

〈
同
)
を
素
直
に
読
め
ば
、
こ

こ
で
ギ
l
ル
ケ
は
、
主
と
し
て
第
一
巻
で
使
用
し
た
資
料
が
古
く
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
ギ
l
ル
ケ
自
身
の
団
体
法
研
究
全
体

が
無
効
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
第
一
巻
の
「
政
治
性
」
に
言
及
し
な
が
ら
、
第
二
巻
以
降
、
と
り
わ
け
第
三
巻
を

分
析
対
象
と
し
て
い
な
い
点
で
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ヱ
ル
デ
の
指
摘
は
少
な
く
と
も
一
面
的
で
あ
る
。

(
日
)
。
ロ
。
〈
。
ロ
岳
町
『
r
p
U
E
C
2
2尽
き
門
F
b
k吋
h

志
向
。
ミ
同
E
Z
R
H
A
町内丸町
E
宮
内
定
河
内
町
E
H
旬
、
之
内
旨
き
や
回

E
E
-
-
∞∞
J

ア

(
M
H
)

ギ
1
ル
ケ
思
想
全
体
の
時
期
区
分
に
つ
い
て
は
、
本
稿
序
論
二
「
論
文
の
構
成
と
本
稿
の
方
法
」
を
参
照
の
こ
と
。

(
時
)
こ
の
点
に
つ
き
、
詳
し
く
は
本
稿
序
お
よ
び
、
前
掲
拙
稿
「
オ
ッ
ト
l
・
フ
ォ
ン
・
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
共
同
体
像
(
こ
」
、
二
二
五
一
|
一

三
六
O
頁
参
照
の
こ
と
。

(
川
町
)
詳
し
く
は
、
本
稿
第
一
部
第
一
章
第
二
項
、
第
三
項
を
参
照
。

(
幻
)
詳
し
く
は
、
本
稿
第
一
部
第
三
章
第
三
項
、
第
四
項
を
参
照
。

(
必
)
本
稿
第
一
部
第
二
章
、
第
三
章
に
お
い
て
叙
述
す
る
、
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
」
お
よ
び
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
三
巻
の
分
析
に
つ
い
て
は
、

前
掲
拙
稿
「
オ
ッ
ト
l
・
フ
ォ
ン
・
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
共
同
体
像
二
)
」
お
よ
び
同
「
オ
ッ
ト
l
・
フ
ォ
ン
・
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
共
同
体
像
(
二
・

完
)
」
(
『
北
大
法
学
論
集
』
五
三
巻
六
号
)
の
「
第
二
章
」
、
「
第
一
一
章
」
の
叙
述
を
、
部
分
的
な
修
正
を
施
し
て
利
用
し
た
。
な
お
、
本
稿
の
執

筆
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
新
た
な
知
見
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
に
、
「
有
機
的
な
連
邦
国
家
概
念
」
と
い
う
、
ギ
l
ル
ケ
国
家
論
の
到
達
目
標
が
、

す
で
に
前
期
に
お
い
て
明
確
に
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、
ギ
l
ル
ケ
中
期
の
政
治
思
想
研
究
の
主
眼
が
、
そ
の
目
標
を
達
成

す
る
た
め
の
実
現
方
法
の
探
求
に
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
第
三
に
」
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
に
お
い
て
も
そ
の
詳
細
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
、
同
時
代
の
政
治
体
制
に
対
す
る
ギ
l
ル
ケ
の
分
析
が
、
ラ
l
パ
ン
ト
批
判
論
文
(
戸
切
)
に
お
い
て
、
部
分
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
こ

と
の
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
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第二帝政創立期ドイツの政治思想(1)

(時
)

E
〈
。

-rョ
の
訳
語
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
ギ
l
ル
ケ
自
身
が
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
用
語
を
使
い
分
け
て
い
な
い
こ
と
と
、
直
接
対
応
す
る
日
本

語
が
な
い
こ
と
か
ら
、
訳
出
が
非
常
に
悶
難
で
あ
る
。
本
稿
で
も
、
訳
語
の
統
一
は
行
わ
ず
、
文
脈
に
よ
っ
て
「
人
民
」
「
民
族
」
の
両
方
の
訳

語
を
使
う
。
両
者
の
大
ま
か
な
区
別
は
、
前
者
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
対
内
的
な
文
脈
で
使
わ
れ
、
君
主
も
し
く
は
支
配
者
と
の
対
比
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
調
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
対
外
的
な
文
脈
で
使
わ
れ
、
例
え
ば
他
国
の
民
族
(
人
民
)
と
の
対
比

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
調
さ
れ
る
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、
両
者
の
違
い
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
に
過
ぎ
ず
、
明
確
な
線
引
き
は

も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
る
。

(
印
)
こ
の
よ
う
な
、
玉
張
は
、
ギ
l
ル
ケ
の
「
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
」
た
る
性
格
を
如
実
に
一
不
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ギ
|
ル
ケ
の
議
論
に
対
す

る
批
判
と
し
て
、
前
注
(
ロ
)
、
(
日
)
、
(
凶
)
を
参
照
。

(
日
)
こ
の
主
張
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ギ
l
ル
ケ
の
基
本
戦
略
は
、
領
邦
国
家
の
主
権
国
家
化
を
抑
制
し
、
帝
国
レ
ベ
ル
の
統
一
を
確
保
す
る
と

同
時
に
、
領
邦
国
家
内
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
や
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
自
由
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(
臼
)
ギ
l
ル
ケ
に
よ
る
、
中
世
、
宗
教
改
革
以
降
の
近
代
、
一
九
世
紀
以
降
の
現
代
、
と
い
う
区
分
は
、
「
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
全
体
を
つ
ら
ぬ
く

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
が
、
こ
の
区
分
が
特
に
明
示
的
に
現
れ
て
い
る
箇
所
と
し
て
、
第
六
章
(
』
〉
ハ
M

ま
'
M
M
O
)

を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

(
日
)
「
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
の
結
語
(
』
〉
沿
M

ア凶
N
N
)

に
お
け
る
、
ギ
i
ル
ケ
の
次
の
よ
う
な
叙
述
を
参
照
の
こ
と
。

「
こ
の
半
ば
忘
れ
ら
れ
た
ド
イ
ツ
の
『
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
』
〔
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
こ
と
〕
の
著
作
の
中
に
現
れ
た
、
最
重
要
の
政
治
思
想
の
分
析
に

よ
り
、
我
々
は
中
世
の
奥
深
く
へ
と
連
れ
戻
さ
れ
る
と
同
時
に
、
一
八
世
紀
の
終
わ
り
に
ま
で
送
り
出
さ
れ
る
。
・
・
・
〔
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
〕

一
面
に
お
い
て
、
ル
ソ

l
の
体
系
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る
破
壊
的
な
国
家
論
へ
の
先
駆
け
と
な
っ
た
が
、
他
面
に
お
い
て
、
非
常
に
多
く
の

点
で
立
憲
国
家
の
建
設
的
理
論
に
と
り
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
」
(
カ
ギ
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
)

0

(
日
)
確
か
に
教
会
と
帝
国
と
の
分
離
は
二
元
主
義
で
あ
る
が
、
両
者
は
互
い
に
全
人
類
の
共
通
目
的
、
す
な
わ
ち
、
神
の
目
的
の
た
め
に
協
調
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
、
共
同
か
つ
単
一
の
ド
l
ム
を
形
成
し
て
い
る
と
さ
れ
る
(
』
〉
一
時
品
目
白
斗
)
。
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*
本
稿
は
、
北
海
道
大
学
審
査
博
士
(
法
学
)
学
位
論
文
(
二
O
O
五
年
六
月
=
一
O
日
授
与
)
に
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
尚
、
本
稿
の
執
筆
に

あ
た
り
、
ギ
l
ル
ケ
の
約
一
万
冊
の
蔵
書
を
所
蔵
す
る
一
橋
大
学
社
会
科
学
古
典
資
料
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
資
料
面
で
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

こ
こ
に
記
し
て
、
深
く
感
謝
し
た
い
。


